
（平成２２年２月３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 46 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 38 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 50 件

国民年金関係 25 件

厚生年金関係 25 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 3853 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月から同年３月まで 

    私は、厚生年金保険被保険者期間が老齢年金の受給資格を満たしていたが、

夫が国民年金に加入していたこともあって、老後のことを考えて平成元年４

月ごろに、国民年金に加入した。 

私は、国民年金に加入後、申立期間を含む昭和 62 年４月から平成元年３

月までの国民年金保険料をさかのぼって２回から３回に分けて納付した記

憶がある。 

それにもかかわらず、申立期間の保険料のみが未納と記録されていること

に納得できない。 

     

第３ 委員会判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、厚生年金保険の老齢年金受給資格を得ていたにも

かかわらず、平成元年４月ごろに国民年金に加入して以降の国民年金保険料に

未納は無く、60 歳到達後も、高齢任意加入を行うなど、保険料の納付意識が

高かったものと考えられる。 

   また、申立期間は３か月と短期間である上、申立期間直前の昭和 62 年４月

から 63年 12月までの保険料は過年度納付されているとともに、申立期間直後

の平成元年４月以降の保険料は現年度納付されており、納付意識の高い申立人

が、申立期間の保険料のみ納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成元年１月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年１月 

夫が昭和 63 年５月に自営を開始したので、夫の国民年金の加入手続を行

い、夫の保険料と併せて、定期的に私が夫婦二人分の保険料を一緒に納付し

た。夫が 60 歳到達時に被保険者記録を照会した際に、私についても調べた

ところ、平成元年１月が未納と分かった。納付書の保管場所も同じで、私が

夫婦二人分の保険料を納付したので、夫が納付済み、私が未納とは考え難く

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 53 年 10 月 13

日に任意加入により国民年金の資格を取得して以降、国民年金加入期間 143

か月のうち、任意加入期間 90 か月を含む 142 か月の保険料は納付済みである

ことが、オンライン記録から確認できることから、国民年金制度に対する理解

は深く、保険料の納付意識が高かったものと考えられる。 

また、申立期間については、平成２年９月に催告された形跡がオンライン記

録から確認できる上、３年４月末までは過年度納付が可能であったとともに、

一緒に夫婦二人分を納付したとする夫は、申立期間について、過年度納付して

いることが同様に確認できることを踏まえると、申立人についても、申立期間

は、催告を受け過年度納付がなされていたと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 3855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年 10 月から 55 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①  昭和 43年３月から 49年９月まで 

  ②  昭和 54年 10月から 55年３月まで 

      昭和 43年４月に母が国民年金の加入手続を行い、結婚するまでは、母が

自宅に来訪する集金人に、保険料を納付していた。 

結婚後は、毎月両親から預かった生活費（10 万円）の中から、妻が自宅

に来訪する集金人に、夫婦二人分と両親の保険料を一緒に納付していた。 

    昭和 52 年５月に国民年金の住所を店の方へ住所変更したが、その後は店

に来訪する集金人に、妻が夫婦二人分と母の保険料を一緒に納付していた。 

    昭和 47年の家計簿には、納付した国民年金保険料の金額が記入してあり、

申立期間の保険料は納付しているので、納付済みと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 43 年４月に母が、国民年金の加入手

続を行い、結婚するまではその母が、結婚後は妻が集金人に保険料を納付し

ていたはずであると申し立てている。 

   そこで、申立人の加入手続についてみると、当初、結婚前の昭和 43 年４月

に自宅住所地において国民年金手帳記号番号の払出しを受けていることが国

民年金手帳記号番号払出簿及び市の被保険者名簿の記録から確認できるとと

もに、手帳記号番号払出簿には取消者が多数見られることから 20歳到達によ

り職権適用によりなされたものと推定できる。 

   なお、申立人には、この国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番号が、結

婚後の昭和 47年６月に同じ住所地において、いったん夫婦連番で払い出され

たものの、当該番号は重複取消されていることが国民年金手帳記号払出簿の



記録から確認できる。この点について、申立人の妻は、結婚後、義母に勧め

られ夫婦二人分の加入手続を行ったと陳述している。この場合、夫について

別の手帳記号番号により継続して保険料を納付していたにもかかわらず、新

たに加入手続を行ったこととなり不自然さは否めない。 

また、一緒に夫婦二人分を納付していたとする妻も、申立期間①は未納（未

加入期間を除く）であるほか、結婚後の夫婦二人分の納付開始時期（昭和 49

年 10月）は一致している。 

   さらに、申立人夫婦が所持する家計簿を見ると、昭和 47 年１月及び同年６

月には「国民年金」として、同年４月及び同年 12月には「国民保険」として、

また、同年 10月には「年金保険」として、支出計上が認められるものの、こ

のうち、同年１月及び同年４月は、Ａ市において妻が加入手続を行う前に当

たっており、夫婦二人分及び両親の分を合わせて、集金人に現年度納付して

いたとする申立人の陳述とは符合しない。また、家計簿に計上されている保

険料額は、２名分の月額保険料に相当又は近似している点を踏まえると、こ

れらは納付記録が確認できる両親の分と考えるのが自然である。 

   加えて、申立期間は７年度にまたがる 79 か月に及び、行政側がこれ程長期

にわたり事務処理の誤りを継続することは考え難い。 

   これらの点を踏まえると、申立人は昭和 43 年４月に職権適用により国民年

金手帳記号番号の払出しを受けたものの、当初は保険料を納付せず、申立期

間①直後の 49 年 10 月から夫婦そろって夫婦二人分の保険料納付を開始した

と考えるのが自然である。 

   次に、申立期間②についてみると、この期間の前後は納付済みとなっている

ほか、申立人の居所及び生活状況に大きな変化は認められない｡ 

   また、申立人と同居していたとする申立人の義母の納付記録をみると、昭和

52年４月から 54年９月までの納付行動は、申立人夫婦と同一日であるととも

に、申立期間の保険料は 55年９月 19日に過年度納付していることが市の被保

険者名簿から確認できることから、申立人夫婦も同様に、過年度納付したもの

と考えるのが自然である。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 54 年 10 月から 55 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。



大阪国民年金 事案 3856 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年 10 月から 55 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年６月から 49年９月まで 

          ② 昭和 54年 10月から 55年３月まで 

   私は、結婚後の昭和 46 年 10 月ごろ、義母の勧めで国民年金の加入手続

を行い、以降は、毎月義理の両親から預かった生活費（10万円）の中から、

自宅に来訪する集金人に夫婦二人分と義理の両親の保険料を一緒に納付し

ていた。 

    昭和 52 年５月に国民年金の住所を店の方へ住所変更したが、その後は店

に来訪する集金人に、私が夫婦二人分と義母の保険料を一緒に納付していた。 

    昭和 47年の家計簿には、納付した国民年金保険料の金額が記入してあり、

申立期間の保険料は納付しているので、納付済みと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 46年 10月ごろ、国民年金の加入手続

をして以降は、申立人が自宅に来訪する集金人に保険料を納付していたと陳述

している。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号払出時期をみると、結婚後の昭和

47 年６月に夫婦連番（ただし、夫は重複取消）で払出しを受けていることが

国民年金手帳記号番号払出簿から確認できる。この場合、払出時点で過年度期

間となる同年３月以前について、義理の両親の保険料と一緒に現年度納付して

いたとする申立人の陳述とは符合しないほか、46年 10月ごろに加入手続を行

ったとする陳述とも符合しない。 

   また、昭和 47 年４月以降について、現年度納付は可能であったものの、一

緒に夫婦二人分を納付していたとする夫も過年度納付期間を含め申立期間①



は未納であるほか、結婚後の夫婦二人分の納付開始時期（49年 10月）は一致

している。 

   さらに、申立人夫婦が所持する家計簿を見ると、昭和 47 年１月及び同年６

月には「国民年金」として、同年４月及び同年 12月には「国民保険」として、

また、同年 10 月には「年金保険」として、支出計上が認められるものの、こ

のうち、同年１月及び同年４月は、Ａ市において申立人が加入手続を行う前に

当たっており、夫婦二人分及び義理の両親の分を合わせて、集金人に現年度納

付していたとする申立人の陳述とは符合しない。また、家計簿に計上されてい

る保険料額は、２名分の月額保険料に相当又は近似している点を踏まえると、

これらは納付記録が確認できる義理の両親の分と考えるのが自然である。 

   加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、オ

ンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる氏名検索を行ったほか、当時

の住所地を管轄する社会保険事務所（当時）において国民年金手帳記号番号払

出簿の内容をすべて調査したところ、申立人には、この手帳記号番号とは別の

手帳記号番号が、結婚前の昭和 42 年４月にＢ市において払い出され、資格取

得月から１年余りの保険料は納付済みとなっていることが同払出簿及び同市

の被保険者名簿の記録から確認できる。一方、当該手帳記号番号は、申立人が

厚生年金保険被保険者となった 43 年５月に資格を喪失した後、再取得した形

跡は認められない。この場合、この手帳記号番号によっては、申立期間①は未

加入期間となり、制度上、保険料を納付することはできない。 

   次に、申立期間②についてみると、この期間の前後は納付済みとなっている

ほか、申立人の居所及び生活状況に大きな変化は認められない｡ 

   また、申立人と同居していたとする申立人の義母の納付記録をみると、昭和

52年４月から 54年９月までの納付行動は、申立人夫婦と同一日であるととも

に、申立期間の保険料は 55年９月 19日に過年度納付していることが市の被保

険者名簿から確認できることから、申立人夫婦も同様に、過年度納付したもの

と考えるのが自然である。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 54 年 10 月から 55 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。



大阪国民年金 事案 3857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められるとともに、48 年 10 月から同年 12 月までの付加

保険料を含む国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 48年 10月から同年 12月まで 

    私は、昭和 39 年末に会社を退職後、区役所で夫婦二人分の国民年金保険

料を一緒に納付してきた。 

また、昭和 48 年９月には夫婦で付加年金に加入し、それ以降は、夫婦二

人分の保険料を付加保険料とともに納付してきた。 

これまで未納の督促を受けたことがないのに、夫婦共に上記期間がそれぞ

れ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 39 年末に会社を退職後、区役所で夫

婦二人分の保険料を一緒に納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人夫婦に係る国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、

昭和 41 年度の適用特別対策により夫婦連番で払い出されていることが国民年

金手帳記号番号払出簿により確認でき、払出時期において、申立期間①の保険

料は、時効にかからず納付が可能であった過年度保険料である。 

また、申立期間①は３か月と短期間である上、申立人夫婦は、ともに申立期

間①直後の昭和 40年４月以降、申立期間②を除き、それぞれ 60歳期間満了ま

で保険料を完納していることなどを踏まえると、申立期間①の保険料を夫婦一

緒に過年度納付していたものとみても不自然ではない。 

さらに、申立期間②について、申立人夫婦に係る特殊台帳を見ると、昭和

48年９月 26日に付加年金の加入申出が行われ、同年９月の保険料を付加保険



料とともに納付していることが確認できることから、当時、付加保険料を含め

て保険料を納付する意思を有していたことは明らかであり、直後の申立期間②

の保険料を納付しない理由は見当たらない上、申立期間②は３か月と短期間で

あり、以降 60歳期間満了まで付加保険料を含めて保険料を完納している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 40 年１月から

同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められるとともに、48

年10月から同年12月までの付加保険料を含む国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。



大阪国民年金 事案 3858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められるとともに、48 年 10 月から同年 12 月までの付加

保険料を含む国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 48年 10月から同年 12月まで 

    夫は、昭和 39 年末に会社を退職後、区役所で夫婦二人分の国民年金保険

料を一緒に納付してきた。 

また、昭和 48 年９月には夫婦で付加年金に加入し、それ以降は、夫婦二

人分の保険料を付加保険料とともに納付してきた。 

これまで未納の督促を受けたことがないのに、夫婦共に上記期間がそれぞ

れ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、申立人の夫が昭和 39年末に会社を退職後、

区役所で夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人夫婦に係る国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、

昭和 41 年度の適用特別対策により夫婦連番で払い出されていることが国民年

金手帳記号番号払出簿により確認でき、払出時期において、申立期間①の保険

料は、時効にかからず納付が可能であった過年度保険料である。 

また、申立期間①は３か月と短期間である上、申立人夫婦は、ともに申立期

間①直後の昭和 40年４月以降、申立期間②を除き、それぞれ 60歳期間満了ま

で保険料を完納していることなどを踏まえると、申立期間①の保険料を夫婦一

緒に過年度納付していたものとみても不自然ではない。 

さらに、申立期間②について、申立人夫婦に係る特殊台帳を見ると、昭和

48年９月 26日に付加年金の加入申出が行われ、同年９月の保険料を付加保険



料とともに納付していることが確認できることから、当時、付加保険料を含め

て保険料を納付する意思を有していたことは明らかであり、直後の申立期間②

の保険料を納付しない理由は見当たらない上、申立期間②は３か月と短期間で

あり、以降 60歳期間満了まで付加保険料を含めて保険料を完納している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 40 年１月から

同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められるとともに、48

年10月から同年12月までの付加保険料を含む国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。



大阪国民年金 事案 3859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年５月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日       ： 昭和 38年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 61年５月から 63年３月まで 

        昭和 61 年５月に会社を退職し、１年ほど厚生年金保険適用事業所ではな

い個人事務所で働いた後、家事を手伝うようになってすぐに、母が、国民年

金への切替手続をＡ区役所でしてくれた。 

時期は定かではないが、手続をした後、納付していなかった１年分ぐらい

の保険料について、納付催告のはがきが届き、母がその分をまとめて、銀行

で納付してくれたのをはっきり覚えている。 

手続後の保険料については、結婚するまで、母が銀行で家族の分と一緒に

納付してくれたはずであり、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、母が、厚生年金保険から国

民年金への切替手続をするまでの未納分については一括して納付し、また、そ

の後の分については毎月納付してくれていたはずであると申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は昭和 58 年 11 月 10 日に払い出されており、この手帳記号番号払出時点

からみて、申立期間の国民年金保険料を納付することは可能である。 

また、申立期間当時、申立人の国民年金保険料納付を担っていたとする申立

人の母及び母が申立人の分と一緒に納付していたとする弟の保険料は納付済

みとなっている。 

さらに、申立人は、昭和 61 年５月に会社を退職して、１年間ぐらい厚生年

金保険の非適用事業所に勤務した後、母が国民年金への切替手続を区役所でし

てくれたと陳述している。 

一方、申立人の母は、当初、当該事業所が厚生年金保険適用事業所ではない



ことを知らなかったため、申立人が当該事業所を退職後直ちに区役所で申立人

の国民年金への切替手続を行い、自身及び長男の分と一緒に申立人の国民年金

保険料を再び納め始めるとともに、当該手続日以前の保険料については、納付

書により一括して銀行で納付したとしており、その陳述内容は具体的であり、

不自然さはない。 

加えて、60歳到達時まで、自身の国民年金保険料を未納無く納めていた納付

意識の高い申立人の母が、長女の保険料のみ未納のまま放置したとも考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3860 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の平成 12 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 55年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 平成 12年４月から同年６月まで 

    国民年金の加入については、20歳になった平成 12年＊月ごろに、母がＡ

市Ｂ区役所で手続してくれていたはずである。 

申立期間の保険料については、当初は納付していなかったが、役所から未

払通知書が届いたので、同時に送付された納付書を持って自分自身でＣ市Ｄ

郵便局に出向き納付した。 

その後、別の通知書と納付書が届き、今度はＡ市Ｅ郵便局で納付した。 

保険料額は３か月分で４万円ぐらいであったはずであり、３か月分の保険

料を２回納付したことははっきりと覚えており、申立期間の保険料が未納と

されているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンラインの年金加入記録及び申立人が所持している国民年金手帳を見る

と、申立人は平成 12年＊月＊日に国民年金被保険者資格を取得しており、申

立期間の国民年金保険料を納付することは可能である。 

また、年金資格の取得及び喪失の記録をみると、申立人は、厚生年金保険被

保険者資格の喪失後の国民年金への切替手続を適切に行っており、国民年金保

険料納付に関する意識の高さがうかがえる。 

さらに、オンライン記録をみると、申立人は、申立期間直前の平成 12 年１

月から同年３月までの３か月の国民年金保険料について、13年１月 31日に過

年度納付していることが確認できるところ、この納付が申立人主張の２回の納

付のうちの１回分である可能性が高く、陳述内容と符合している。 

加えて、申立人は、申立期間及びその直前の期間の各３か月の国民年金保険

料について、２回にわたり異なる郵便局で納付したとしているところ、それぞ



れの郵便局名及びその際の状況等を具体的に記憶している上、申立人の母も申

立人から同様の話を聞いた旨を具体的に記憶しており、陳述の信ぴょう性は高

いものと認められ、何らかの事務的過誤等により、申立期間の納付記録が失わ

れた可能性が否定できない。 

このほか、申立期間は３か月と短期間である上、申立期間及びその直後の期

間において、住所などの生活状況に特段の変化は無く、仕事も順調であったと

認められる申立人が、納付可能な申立期間の国民年金保険料を未納のまま放置

したとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 



大阪厚生年金 事案 5421 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年３月 16日から 38年１月 31日まで 

             ② 昭和 38年１月 31日から 39年９月 21日まで 

    過去の厚生年金保険被保険者期間について調査してもらったところ、Ａ社

及びＢ社に勤務していた期間について脱退手当金支給済みとの回答を受け

た。 

脱退手当金はＣ社会保険事務所（当時）で請求したことになっているが、

当時は１歳前の子供がいたころで、わざわざ子供を連れて自宅のあるＦ市か

ら遠い同社会保険事務所まで手続に行く訳がない。 

脱退手当金を請求した覚えも、受給した覚えも無いので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金は、申立期間の最終事業所に係る厚生年金保険被保険者

資格の喪失日から約２年後の昭和 41 年９月６日に支給決定されており、事業

主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人は昭和39年10月＊日に婚姻し、氏名を変更していることから、

脱退手当金の請求及び支給は新姓で行われるべきところ、Ｂ社の厚生年金保険

被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の氏名はいずれ

も旧姓のまま変更処理されておらず、申立人に係る脱退手当金裁定請求書も旧

姓が記載されていることから、申立人が脱退手当金を請求したとすると不自然

さが残る。 

さらに、申立人は、自分の名前についてこれまで「Ｄ」しか使用したことは

無いとしているところ、脱退手当金裁定請求書の名前欄のフリガナは「Ｅ」と

記載されている。フリガナとしては「Ｄ」であるべきであるから、この点にも

不自然さが残る。 

これらの理由及びその他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 5422 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 17日から 49 年４月 16日まで 

    過去の厚生年金保険被保険者期間について調査してもらったところ、Ａ社

に勤務していた期間について脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

Ａ社を退職する際にＢ職として転職することが決まっており、その後も継

続して勤務しているので、脱退手当金など受け取るはずがない。 

脱退手当金を請求した覚えも、受給した覚えも無いので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、Ａ社の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約

１年９か月後の昭和 51年１月 22日に支給決定されている上、同社の厚生年金

保険被保険者名簿において申立人が記載されているページを含む前後８ペー

ジに記載されている女性のうち、申立人と同一時期（おおむね２年以内）に受

給要件を満たし資格を喪失した 11 人について脱退手当金の支給記録を調査し

たところ、受給者は申立人以外１人のみであることを踏まえると、事業主が申

立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人は、Ａ社勤務時からＣ職を目指していたところ、同社退職直後

からＢ職のアルバイトをしながら採用試験を受験し、その結果、昭和 51 年度

から正規のＣ職として採用され、Ｄ共済組合に加入したとしている。当該アル

バイトについては、申立人と同時期にＢ職に就いていた同僚が、「正確な日ま

では覚えていないが、申立人は昭和 49 年４月にはＢ職として勤務していた」

旨陳述していることを踏まえると、申立人が当時、同社退職後も仕事を継続す

る意思を有していたと考えられ、脱退手当金を請求する意思を有していたとは

考え難い。 



さらに、申立人の脱退手当金裁定請求書の｢最後に厚生年金保険をやめた日｣

欄には、本来の資格喪失日から約１年前の「昭和 48 年４月１日」と誤った日

付が記載されているなど、当該裁定請求書の記載内容に不自然な点が見受けら

れることから、申立人の意思に基づいて脱退手当金が請求されたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 5423 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月１日から 38 年６月 30日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所（当時）に照会申出書を

提出したところ、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当

金支給済みとの回答を受けた。 

    脱退手当金を請求した記憶は無く、受け取っていないので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間以前の被保険者期間につい

てはその計算の基礎とされておらず未請求となっている。しかしながら、２回

の被保険者期間のうち、最初の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保

険者台帳記号番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のままであ

り、申立人の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は昭

和 38 年６月＊日に婚姻し改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求

したとすると不自然さが残る。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5424 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 15日から 50年３月１日まで 

オンライン記録によれば、Ａ社及びＢ社における厚生年金保険加入期間に

ついて、それぞれ別途に脱退手当金が支給されたことになっている。 

Ａ社に勤務していた期間については、会社が手続を行ってくれ、退職後す

ぐに脱退手当金を受給したが、Ｂ社に勤務していた期間については脱退手当

金の請求も受給もしていない。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間以前にある３回の被保険者

期間については、その計算の基礎とされておらず未請求となっている。しかし

ながら、申立人が３回の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立人の脱退手当金は昭和 50年４月 21日に支給決定されているとこ

ろ、申立人の国民年金手帳記号番号はその約１か月後の同年６月１日に払い出

されている上、申立人は同年４月から 60歳到達の平成 10年＊月まで国民年金

保険料を納付していることを踏まえると、当時、申立期間に係る脱退手当金を

請求する意思を有していたとは考え難い。 

さらに、申立人のＢ社の厚生年金保険被保険者名簿及び被保険者台帳記号番

号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のままであり、申立人の脱退

手当金は旧姓で支給されたものと考えられるが、申立人は昭和 45 年３月＊日

に婚姻し改姓していることから、申立人が請求したとすると不自然さが残る。 

加えて、Ｂ社の厚生年金保険被保険者名簿において申立人と同一時期（前後

５年）に資格を喪失した女性は見当たらない上、同社によると、「申立人はＣ



                    

  

業務を担当していた。当時の人事資料等は保存していないが、会社は脱退手当

金の手続を行っていない」旨回答していることを踏まえると、事業主が申立人

の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5425 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 37年３月 31日に、資格喪失日に係る記録を同年 11月 14日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を１万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年３月 31日から同年 11月 14 日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いと回答をもらっ

た。申立期間は、同社Ｂ事業所に勤務していたので、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述及び申立人提出の申立期間当時の申立人あての郵便はがきに記

載されたあて先住所等から判断して、申立人が申立期間にＡ社Ｂ事業所に継続

して勤務していたことが推認できる。 

また、申立人と同様にＡ社Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所となる昭和

37年３月 31日以前から同社Ｂ事業所に勤務していたと陳述している複数の同

僚の厚生年金保険の加入記録をみると、ほぼ全員が、同年３月 30 日に同社Ｃ

本社で資格を喪失し、同年３月 31 日に同社Ｂ事業所で資格を取得しているこ

とが確認できる。 

さらに、申立人及び同僚が記憶する申立期間当時のＡ社Ｂ事業所の従業員数

と同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における被保険者数が

おおむね一致することから、申立期間当時、同事業所では、ほぼすべての従業

員を厚生年金保険に加入させていたと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を



                    

  

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の被保険者名簿における同

僚の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

Ｃ本社及び同社Ｂ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、当時の事業主も死亡しているため、明らかでないものの、仮に、事業主か

ら、申立期間に係る申立人の被保険者資格の取得届が提出された場合には、そ

の後、報酬月額算定基礎届及び喪失届も提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難

いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の取得及び喪失等に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 37 年３月

から同年 10 月までの厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5426 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

55年６月２日に訂正し、同年６月の標準報酬月額を 15万円、同年７月の標準

報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年６月２日から同年８月 14日まで  

    私は、昭和 55年６月から 60年４月まで、Ａ社に在籍し、Ｂ職として勤務

していた。 

社会保険事務所(当時)において厚生年金保険の加入記録を確認したとこ

ろ、昭和 55 年６月及び同年７月の厚生年金保険料が給与支払明細書におい

て控除されているにもかかわらず、当該事業所における資格取得日が同年８

月 14日とされている。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、申立人所持の給与支払明細書及び複数の同僚の証言により、

申立人が申立期間においてＡ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の厚生年金保険

料控除額から、昭和 55 年６月は 15 万円、同年７月は 22 万円とすることが妥

当である。 

一方、オンライン記録では、Ａ社は、申立期間について適用事業所としての

記録が無いが、同社に係る商業登記の記録及び複数の同僚の陳述から、申立期

間当時、同社は当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしてい

たものと判断される。 

なお、事業主は、申立人の申立期間において、適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申

立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5427   

 

第１ 委員会の結論 
   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 13年 10月は

32万円、同年 11月は 30万円、同年 12月は 32万円、14年１月は 28万円、同

年２月は 32 万円、同年３月は 30 万円、同年４月は 32 万円、同年５月は 30

万円、同年６月及び同年７月は 32 万円、同年８月は 28 万円、同年９月は 32

万円に訂正する必要がある。 

   なお、事業主は、平成 13 年 10 月から 14 年９月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年 10月１日から 14 年 10月１日まで 

    私は、平成 12年 11月６日から 21 年７月 26日までＡ社に勤務した。 

社会保険庁（当時）の記録では申立期間の標準報酬月額が 20 万円となっ

ているが、実際には前後の期間と変わらない報酬(32 万円)を受け取り、実

際の報酬に見合った額の厚生年金保険料を控除されていた。 

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出のＡ社における給与明細書から、申立人は、申立期間において、

その主張する標準報酬月額（32万円）に見合う厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められるが、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認

できる保険料控除額又は報酬月額から、平成 13年 10月は 32万円、同年 11月



                    

  

は 30万円、同年 12月は 32万円、14年１月は 28万円、同年２月は 32万円、

同年３月は 30 万円、同年４月は 32 万円、同年５月は 30 万円、同年６月及び

同年７月は 32 万円、同年８月は 28 万円、同年９月は 32 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、事務過誤により 20 万円の標準報酬月額に相当する報酬月額の届出を行

ったことを認めており、また、事業所保管の被保険者標準報酬決定通知書にお

いても報酬月額が 20万円となっていることから、事業主が 20万円を報酬月額

として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る保険料控除

額又は報酬月額に相当する標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5428 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 45 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月 31日から同年６月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間は、Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に転勤した時期であり、継続して

同社に勤務していたので、当該期間について、厚生年金保険被保険者であっ

たと認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録、雇用保険の記録及びＤ健康保険組合の被保険者記録等から

判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 45 年６月１日にＡ社Ｂ工

場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 45 年４月の社会保険事務所の記録から２万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 45 年６月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録するこ

とは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係

る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 57年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10万 4,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月 30日から 57 年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で被保険者資格を喪失したのは、昭和 56年 12 月 30 日であるとの回答を

受けた。しかし、私の退職日は同年 12 月 31日であり、資格喪失日は 57 年

１月１日なので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の退職証明書から、申立人の退職日は昭和 56 年 12月 31 日であったこ

とが確認できる。 

また、Ａ社の保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書において、当初記載の申立人の資格喪失日は、昭和 57 年１月８日

付けで同年１月１日から 56 年 12月 30 日に訂正されていることが確認できる

ところ、これは、当該資格喪失確認通知書に申立人の退職日が同年 12 月 29

日と記載されていたため、この退職日に合わせて社会保険事務所が資格喪失日

の訂正を行ったものとみられることから、この訂正以前の時点において、同社

は、申立期間についても申立人を厚生年金保険被保険者として取り扱っていた

と考えるのが相当である。 

さらに、Ａ社の総務担当者は、「申立期間に係る保険料を申立人の給与から

控除していたはずである」と陳述している。加えて、同社は、「申立期間に係



                    

  

る厚生年金保険料を申立人に返還していないと思う」と回答しており、申立人

も同様の陳述をしている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 56

年 11月の社会保険事務所の記録から、10万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

事業所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書におけ

る申立人の喪失年月日は、オンライン記録と同じ昭和 56 年 12月 30 日となっ

ていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年２月 21日から 39年３月 26日まで 

    昭和 36 年２月から 40 年 10 月までＡ社で勤務した。社会保険庁（当時）

の厚生年金保険被保険者記録では、36年２月 21日から 39年３月 26日まで

はＢ社で、その後 40 年 10 月 25 日までがＡ社Ｃ部門となっているが、勤務

期間中はＤ業務に従事していた。Ｂ社の期間のみが脱退手当金支給済みとな

っているが、途中で退職をして脱退手当金を受け取ってなどいない。納得が

いかないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、Ｂ社における厚生年金保険資格の喪失日から約１

年９か月後の昭和 40 年 12月 25 日に支給されたこととなっており、同社に係

る厚生年金保険被保険者名簿に記載されている申立人と同時期（おおむね２年

以内）に受給資格を満たし資格を喪失した女性 16 人のうち、脱退手当金の支

給記録が確認できたのは申立人のみであることを踏まえると、事業主が申立人

の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 
また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人が申立期間直後に勤務

していたＡ社Ｃ部門における厚生年金保険被保険者期間（15 月）及び申立期

間よりも前の２回の被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず

未請求となっているが、これらの被保険者期間を失念するとは考え難い上、特

に未請求となっているＡ社Ｃ部門における被保険者期間は申立期間と同一の

被保険者番号で管理されているにもかかわらず、支給されていない期間が存在

することは事務処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社本店における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日(昭和 24 年 10 月 16 日)及び資格取得日(昭和 25 年

４月１日)を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：   

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年 10月 16日から 25 年４月１日まで 

   厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。

同社には、昭和 24年４月から 62年６月まで継続して勤務したので、申立期

間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録では、Ａ社本店において昭和 24 年４月１日に厚

生年金保険の資格を取得し、同年 10 月 16 日に資格を喪失後、25 年４月１日

に同社本店において資格を再取得しており、24 年 10 月から 25 年３月までの

申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、Ａ社の人事記録、雇用保険の記録及び同僚の陳述から、申立人が申

立期間も同社に継続して勤務したことが認められる。 

また、Ａ社の事務担当者は、「申立人は申立期間も継続して当社で勤務して

いるので、当該期間も厚生年金保険料を給与から控除していたものと思われ

る」と陳述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。 



                    

  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における申立

期間前後の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主から申立

人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないにもかかわら

ず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会

保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 24 年 10 月から 25 年３月までの保険料

について納入の告知を行っておらず(社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。)、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｄ事業所におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 36年４月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月 21日から同年７月 28日まで 

   厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。同

社には、昭和 28 年４月から平成３年３月まで継続して勤務していた。厚生

年金保険料の控除が記載されている申立期間の給与明細書を提出するので、

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録及び雇用保険の記録並びに給与明細書から、申立人が申立期

間もＡ社に継続して勤務し(昭和 36 年４月 21 日にＡ社Ｅ部門から同社Ｄ事業

所に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する給与明細書の

保険料控除額から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録では、Ａ社Ｄ事業所は、昭和 36年７月 28日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。しかし、

同社社史及び同僚の陳述から、同社Ｄ事業所は、申立期間において５人以上の

従業員が勤務していたことが認められ、当時の厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立期間においてＡ社Ｄ事業所が適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5433 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 28 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年９月 19日から 28年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。

申立期間は、同社Ｂ工場で現場実習を受けていた時期であり、同社に継続し

て勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の陳述から判断すると、申立人が申立期間も

Ａ社に継続して勤務し（昭和 28年８月１日にＡ社Ｂ工場から同社本社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 27年８月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は、平成 11 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主及び役員は所在が不明のため、保険料を納付したか否か

については確認できず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 28 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年９月１日から 28年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。

申立期間は、同社Ｂ工場から本社へ異動した時期であり、同社に継続して勤

務していたので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の厚生年金保険被保険者記録及び陳述から判断すると、申立人が

申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 28 年６月１日にＡ社Ｂ工場から同社

本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 27年８月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は、平成 11 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主及び役員は所在が不明のため、保険料を納付したか否か

については確認できず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5435 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支所における資格喪失日に

係る記録を昭和 61 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10 万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年５月１日から同年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

事業所Ｂ支所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を

もらった。申立期間は、同支所でＣ職として勤務していたので、申立期間に

ついて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の人事記録及び雇用保険の記録から、申立人が申立期間もＡ事業所

Ｂ支所に継続して勤務し、申立期間後にＡ事業所の正職員となりＤ共済組合の

組合員になっていることが認められる。 

また、申立期間当時にＡ事業所Ｂ支所の総務担当であった者が、「Ｃ職は厚

生年金保険に加入させており、Ｃ職から正職員に採用する場合、期間を空ける

ことなく厚生年金保険からＤ共済に切り替えていた。申立人も、Ｄ共済に加入

するまで、継続して厚生年金保険に加入していたと思われる」と陳述している

ところ、同支所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と

同時期に被保険者記録が有る者のうち、オンライン記録から資格喪失後にＤ共

済に加入したことが確認できる５人中４人は、厚生年金保険の加入期間とＤ共

済の加入期間との間に空白は無い。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 



                    

  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所Ｂ支所におけ

る昭和 61年４月の社会保険事務所の記録から、10万 4,000円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5436 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 41年６月 15日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年６月 15日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。

申立期間は、同社Ｃ事業所から同社Ｂ工場に異動した時期であり、同社に継

続して勤務していたのは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間も同

社に継続して勤務し（昭和 41年６月 15日にＡ社Ｃ事業所から同社Ｂ工場に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 41年 10月の社会保険事務所の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36年 11月 21日から 37年１月１日までに

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ社本社における資格喪失日に係る記録を同年１月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①  昭和 27年４月から同年９月１日まで 

②  昭和 36年 11月 21日から 37年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間①については、高校卒業後すぐの昭和 27 年４月からＢ社に勤務

した。また、申立期間②については、Ａ社本社から同社Ｃ工場に転勤した時

期であり、同社に継続して勤務していたので、申立期間について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、Ａ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、

申立人が申立期間も同社に継続して勤務し(昭和 36年 10月 14日にＡ社本社か

ら同社Ｃ工場に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和

36年 10月の社会保険事務所の記録から、２万 8,000円とすることが妥当であ

る。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社Ｃ工場が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは昭和 37 年１月１日であり、申立期間は適用事業所ではない。しか

し、同社では、申立人について、「Ｃ工場が適用事業所になるまでは、本社で



                    

  

資格を喪失させるべきではなく、資格喪失手続を誤った」としていることから、

申立人は、申立期間については、同社本社において被保険者であったと考える

のが相当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載に誤りがあったとしていること

から、事業主が昭和 36 年 11月 21 日を資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年 11月及び同年 12月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

申立期間①については、同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間にＢ社

で勤務していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったの

は、申立人が被保険者資格を取得した昭和 27 年９月１日であり、申立期間は

適用事業所ではない。 

また、Ｂ社の新規適用日に被保険者資格を取得している元従業員 13 人のう

ち所在が判明した６人に照会を行ったが、申立期間における厚生年金保険料控

除の状況は確認できなかった。 

さらに、Ｂ社は昭和 29年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主は死亡しているほか、その他の役員は所在不明であるた

め、これらの者からも申立期間における厚生年金保険料控除の状況を確認する

ことはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成９年３月 17 日から同年４月１日までの期

間及び 10年 12月 23日から 11年１月７日までの期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ

社における資格取得日に係る記録を９年３月 17 日に、資格喪失日に係る記録

を 11年１月７日に訂正し、標準報酬月額については、９年３月は 32万円、10

年 12月は 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年３月 28日から同年４月１日まで 

         ② 平成９年３月 17日から同年４月１日まで 

         ③ 平成 10年 12月 23 日から 11年１月７日まで 

社会保険事務所（当時）に、厚生年金保険の加入状況を照会したところ、

Ｂ社及びＡ社に勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③の加入記録が無

いとの回答を受けた。 

私が所持する給与明細書を見ると、Ｂ社では３か月にわたり厚生年金保険

料が控除されているのに、加入記録は２か月しかない。また、同様に、Ａ社

では 22か月にわたり控除されているのに、加入記録は 20か月である。 

申立期間①はＢ社で、申立期間②及び③はＡ社で、それぞれ勤務していた

ことは間違いないので、当該期間について、厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、申立人から提出されたＡ社の給与明細書並びに元顧

問税理士及び申立期間当時の経理担当者の陳述から、申立人が申立期間から同

社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 



                    

  

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び

申立人のＡ社における平成９年４月の社会保険事務所の記録から、32 万円と

することが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が既に亡くなっているため、申立期間当時の状況は不明であるものの、社会

保険事務所及び厚生年金基金の記録におけるＡ社の資格取得日が雇用保険の

記録における資格取得日と同一日となっており、社会保険事務所、厚生年金基

金及び公共職業安定所のいずれもが誤って同じ資格取得日と記録したとは考

え難いことから、事業主が平成９年４月１日を資格取得日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

   申立期間③についても、申立人から提出されたＡ社の給与明細書及び申立人

の陳述内容から判断して、申立人が申立期間も同社に勤務し、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び

申立人のＡ社における平成 10 年 11 月の社会保険事務所の記録から、30 万円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が既に亡くなっているため、申立期間当時の状況は不明であるものの、社会

保険事務所及び厚生年金基金の記録におけるＡ社の資格喪失日が雇用保険の

記録における離職日の翌日となっており、社会保険事務所、厚生年金基金及び

公共職業安定所のいずれもが誤って同じ資格喪失日と記録したとは考え難い

ことから、事業主が平成 10 年 12 月 23日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

   申立期間①については、申立人は、平成６年３月 28日から同年６月 19日ま

でＢ社に勤務し、同年５月から同年７月までに支払われた３か月の給与から保

険料が控除されているのに、厚生年金保険の加入記録は、同年４月及び同年５

月の２か月しかないと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、平成９年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

元事業主は申立期間当時の資料を保管していないため、申立期間における申立

人の勤務実態は確認できない。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していないことから、Ｂ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者記録の有る元従業員



                    

  

に照会しても、申立期間における申立人の勤務実態は確認できない。 

さらに、申立人のＢ社における雇用保険の加入期間は、厚生年金保険の加入

期間と一致している。 

加えて、Ｂ社の元事業主は、「当社では、月初めから月末までの期間の給与

を翌月の 15 日に支給し、翌月の給与から厚生年金保険料を控除していた」旨

陳述しているところ、申立人から提出された給与明細書からは、平成６年４月、

同年５月及び同年６月の厚生年金保険料が控除されており、申立期間①に係る

同年３月の厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

また、厚生年金保険法第 19条の規定において、「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する」とされているところ、元事業主は、「月

の途中で退職した場合は、その翌月に支給する給与からは保険料を控除してい

なかった。申立人については、当社が誤って、平成６年７月支給の給与から資

格喪失月である同年６月の保険料を控除したものである」と陳述している。 

さらに、申立人から提出された国民年金保険料の領収書を見ると、申立人は、

申立期間①に係る平成６年３月の国民年金保険料を７年８月に過年度納付し

ていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①に係る保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所Ｄ工場

における資格喪失日に係る記録を昭和 22 年８月１日に、同社Ｃ事業所Ｅ工場

における資格喪失日に係る記録を 25 年６月１日に、Ｆ社（現在は、Ｂ社）に

おける資格喪失日に係る記録を 29年８月 30 日に訂正し、また、申立期間の標

準報酬月額については、22年７月は 600円、25年５月は 6,000円、29年３月

から同年７月は 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 22年７月及び 29年３月から同年７月まで

の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かは、明らかでないと認めら

れる。 

また、事業主は、申立人に係る昭和 25 年５月の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年７月 21日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 25年５月 31日から同年６月１日まで 

             ③ 昭和 29年３月１日から同年８月 30日まで 

厚生年金保険の加入期間について、社会保険事務所（当時）に照会したと

ころ、Ａ社Ｃ事業所Ｄ工場、同社Ｃ事業所Ｅ工場及びＦ社に勤務していた期

間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。私は、Ａ

社に昭和 22年４月２日に入社し、申立期間も含め平成２年１月 20日まで継

続して勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録、健康保険資格喪失証明書の記録、健康保険厚生年金保険被

保険者資格喪失確認通知書の記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人

が申立期間もＡ社及び関連会社であるＦ社に継続して勤務し（昭和 22 年８月



                    

  

１日にＡ社Ｃ事業所Ｄ工場から同社Ｃ事業所Ｇ工場へ異動、25 年６月１日に

同社Ｃ事業所Ｅ工場から同社Ｃ事業所Ｇ工場へ異動、29年８月 30日にＦ社か

ら同社Ｈ部門へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ事業所Ｄ工場

における昭和 22 年６月の社会保険事務所の記録から 600 円とし、申立期間②

の標準報酬月額については、申立人の同社Ｃ事業所Ｅ工場における 25 年４月

の社会保険事務所の記録から 6,000円とし、申立期間③については、申立人の

Ｆ社における 29 年２月の社会保険事務所の記録から 8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人の申立期間①及び③に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明と

しており、当時の事情を確認できる資料等も見当たらず、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間①及び③に係る申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出

を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

なお、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としてい

るが、事業主が資格喪失日を昭和 25 年６月１日と届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

②の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5440   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社における

被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 40 年３月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を２万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 17年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40年２月１日から同年３月１日まで 

    私は、Ａ社へ昭和 36 年４月１日に入社し、途中、系列会社であるＤ社に出

向した期間はあるものの、平成元年２月 28日に退職するまで継続して 38年間

勤務したにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険の空白期間となっている。

系列企業内での出向であり、申立期間においても保険料は控除されていたはず

なので、申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が発行する永年勤続感謝状及び複数の同僚の陳述から判断すると、申立

人が申立期間も同社及び系列会社に継続して勤務し（Ａ社Ｃ支社からＤ社に出

向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社における昭

和 40 年１月の社会保険事務所(当時)の記録から、２万 8,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5441 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日は、昭和 21年６月 28日であると

認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 19 年 12 月から 21 年

３月までは 80円、同年４月及び同年５月は 420円とすることが妥当である。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 19 年３月 13 日から同年 12 月 21

日までの期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 18年６月８日から 19年３月 13日まで 

             ② 昭和 19年３月 13日から同年 12月 21日まで 

             ③ 昭和 19年 12月 21日から 22年５月 30日まで 

私の夫は、昭和 17 年４月１日から 57 年２月 23 日までＡ社に勤務してい

た。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 18年６月８日から 19年３

月 13 日までの期間（申立期間①）及び同年 12 月 21 日から 22 年５月 30 日

までの期間（申立期間③）が厚生年金保険の未加入期間となっている上、19

年３月 13 日から同年 12 月 21 日までの厚生年金保険被保険者期間（申立期

間②）に係る脱退手当金が支給済みとされているので、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、Ａ社作成の申立人の社内歴及び申立人の在籍期間に関

する同社の回答から、申立人が申立期間に同社に在籍していたことが確認でき

る。 



                    

  

また、Ｃ県提出の兵籍簿から、申立人は、昭和 19年 12 月 20日に召集され、

21年６月 28日に復員したことが確認できる。  

一方、オンライン記録によると、申立人は昭和 19 年 12 月 21 日にＡ社Ｂ事

業所での厚生年金保険被保険者資格を喪失している。 

しかしながら、当時の厚生年金保険法第 59 条の２では、昭和 19 年 10 月１

日から 22 年５月２日までに被保険者が陸海軍に徴集又は召集された期間につ

いては、その厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額を免除し、被保険

者期間として算入する旨規定されている。 

したがって、申立期間③のうち、申立人が召集されていた昭和 19 年 12 月

21 日から 21 年６月 28 日までについては、仮に、被保険者としての届出が行

われておらず、厚生年金保険法第 75 条の規定による、時効によって消滅した

保険料に係る期間であっても、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とすべ

きであるものと考えられる。 

以上のことから、申立人の資格喪失日は、昭和 21年６月 28日とすることが

妥当である。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 19年 11月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人と同期入社の

同僚の標準報酬月額から、同年 12 月から 21 年３月までは 80 円、同年４月及

び同年５月は 420円とすることが妥当である。 

申立期間②について、オンライン記録によると、申立期間の脱退手当金は、

Ａ社Ｂ事業所での申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日とされる昭和

19 年 12 月 21 日から約７か月後の 20 年７月 26 日に支給決定されたこととな

っている。 

しかしながら、上記のとおり、申立人の資格喪失日が昭和 21年６月 28日と

認められることから、支給決定されたとする 20年７月 26日において、現存被

保険者であった申立人の脱退手当金の受給権は無かったものと考えられる。 

また、Ｃ県提出の兵籍簿から、申立人は、昭和 19年 12 月 20日に召集され、

21年６月 28日に復員したことが確認できることから、申立人の意思に基づき

申立期間の脱退手当金の請求が行われたとは考え難い。 

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人が申立期間より前に

同一事業所に勤務した被保険者期間についてはその計算の基礎とされておら

ず、未請求となっている。しかしながら、申立人が申立期間に勤務した事業所

と同一事業所での被保険者期間を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

申立期間①について、Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立

人の欄には、「18.６.８ 労年ノミ喪失ニ付健保ニ転記」と記載されていること



                    

  

が確認できる。 

また、申立期間①は、労働者年金保険法の適用期間であり、同法では、筋肉

労働者の男子工員のみが労働者年金保険の被保険者となるとされており、非筋

肉労働者の男子従業員への適用の拡大は、昭和 19 年６月１日に厚生年金保険

法が施行された以降の期間となるところ、Ａ社作成の申立人の社内歴を見ると、

申立人が 18 年６月１日に同社Ｄ部門から同社Ｅ部門に異動していることが確

認でき、同社は、「当時の資料が廃棄済みのため、事実確認はできないものの、

申立人に係る当社の社内歴及び社会保険事務所の記録から判断すると、申立人

が事務職に異動したために筋肉労働者の男子工員を被保険者とする労働者年

金保険の適用外となり、昭和 18 年６月８日付けで健康保険のみの被保険者と

する手続が行われたものと考えられる」旨回答している。 

申立期間③のうち、昭和 21 年６月 28 日から 22 年５月 30 日までについて、

Ｃ県提出の兵籍簿から、申立人は、除隊した 21年６月 28日と同一日に病院に

入院していることが確認できるところ、申立人の妻は、「結婚前のことなので、

明確な期間までは分からないが、申立人が復員後に入院していたことを覚えて

いる」旨陳述している。 

また、Ａ社は、「申立人の社内歴以外の当時の資料は無く、当該期間におけ

る申立人の勤務実態は不明である」旨回答している。 

さらに、Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿に名前が確認できる

同僚のうち、連絡先が判明した二人に照会したものの、申立人の復員後の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除の状況に関する陳述は得られなかった。 

このほか、申立人が申立期間①及び③のうち、昭和 21 年６月 28 日から 22

年５月 30 日までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①及び③のうち、昭和 21年６月 28 日から 22 年５月 30 日ま

でに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成

12 年 11 月から 13 年１月までについては 22 万円、同年２月については 20 万

円、同年３月については 22 万円、同年４月から同年７月までについては 20

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年９月１日から 13年８月 31日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、Ａ社における私の平成 12 年９月１日か

ら 13 年８月 31 日までの厚生年金保険被保険者期間の標準報酬月額が９万

8,000円となっている。 

しかし、Ａ社での私の標準報酬月額は 22 万円のはずであり、私が所持す

る同社の平成13年３月分から同年７月分までの給与明細書から22万円に相

当する厚生年金保険料が控除されていることが確認できるので、申立期間の

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の標準報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の

うち、平成 13 年３月から同年７月までの標準報酬月額については、申立人が

所持する給与明細書から確認できる保険料控除額及び報酬月額から、同年３月

は 22万円、同年４月から同年７月までは 20 万円とすることが妥当である。 



                    

  

また、申立期間のうち、平成 12 年 11 月から 13 年２月までについて、申立

人の厚生年金保険料控除額を確認できる給与明細書等の資料は無いものの、申

立人が所持する当該期間の給与振込額が確認できる預金通帳から、社会保険事

務所（当時）に記録されている標準報酬月額である９万 8,000円を大きく上回

る給与が支給されていたことが確認できる。 

さらに、Ａ社での申立人の被保険者資格の取得日と同一日の平成 12 年９月

１日に同社での被保険者資格を取得している同僚二人の標準報酬月額は、申立

人と同額の９万 8,000円と社会保険事務所に記録されているところ、当該同僚

二人が所持する同年 11月分から 13年７月分までの給与明細書並びに 12年 11

月分から 13 年３月分及び同年７月分の給与明細書を見ると、当該同僚二人の

給与から社会保険事務所に記録された標準報酬月額に相当する厚生年金保険

料額を上回る保険料が控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成 12 年 11

月から 13 年２月までにおいて、申立人提出の同年３月分から同年７月分まで

の給与明細書から確認できる標準報酬月額 22 万円に相当する厚生年金保険料

控除額と同額の保険料を給与から控除されていたものと推認される。当該保険

料控除額及び申立人の預金通帳から確認できる当該期間の給与振込額から判

断すると、当該期間の標準報酬月額については、12 年 11 月から 13 年１月ま

では 22万円、同年２月は 20万円とすることが妥当である。 
なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成 12 年９月及び同年 10 月について、申立人は、

当該期間の給与明細書を所持していない上、Ａ社の当時の事業主は既に死亡し

ており、現在の事業主は、「申立期間当時の資料等は廃棄済みであり、当時、

私は、申立人が勤務していた同社の支店のＢ職を務めていたが、従業員の身分

であったため、申立人の厚生年金保険料の控除の状況等は分からない」旨陳述

しているため、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料控除額を確認すること

ができない。 

また、当該期間の給与振込額が確認できる申立人の預金通帳から、社会保険

事務所に記録されている標準報酬月額９万 8,000 円以上の給与が支給されて

いたことが確認できるものの、上記の同僚二人についても、当該同僚が所持す

る給料明細書を見ると、社会保険事務所に記録されている標準報酬月額９万

8,000円以上の給与が支給されているにもかかわらず、記録どおりの標準報酬



                    

  

月額に相当する厚生年金保険料しか控除されていないことが確認でき、当該期

間の申立人の給与から社会保険事務所に記録された標準報酬月額に相当する

厚生年金保険料額以上の保険料が控除されていたことを推認することができ

ない。 

このほか、申立人が、平成 12年９月及び同年 10月において、その主張する

標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、平成 12 年９月及び

同年 10 月において、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5443 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 33 年２月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年２月 15日から同年３月１日まで 

私は、昭和 28年４月１日にＡ社に入社後、平成元年４月末まで同社に継

続して勤務していた。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 33 年２月 15 日から同年

３月１日までが厚生年金保険の未加入期間とされている。 

当時、Ａ社Ｃ支店から同社Ｂ支店に転勤しただけであり、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険加入記録及びＤ社作成の職歴証明書等から判断すると、申立人が、

申立期間を含めてＡ社に継続して勤務し（昭和 33年２月 15日にＡ社Ｃ支店か

ら同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 33 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から１万 8,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 38年２月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、明らかではないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年２月 21日から同年３月１日まで 

私は、昭和 26 年３月１日から平成７年 11 月 20 日までＡ社に継続して勤

務していた。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 38年２月 21日から同年３

月１日までが厚生年金保険の未加入期間とされているので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険加入記録、事業主提出の資料及び複数の同僚の証言から判断すると、

申立人が申立期間を含めてＡ社に継続して勤務し（昭和 38年２月 21日にＡ社

Ｃ工場Ｄ部門から同社Ｂ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所における

昭和 38 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



                    

  

大阪厚生年金 事案 5445 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 44 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年５月 20 日から同年６月１日まで 

私は、昭和 43年４月１日にＡ社に入社し、現在まで継続して同社に勤務

している。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 44 年５月 20 日から同年

６月１日までが厚生年金保険の未加入期間とされているので、申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険加入記録、事業所作成の在職証明書及び人事台帳から判断すると、

申立人は、申立期間を含めてＡ社に継続して勤務し（昭和 44 年６月１日にＡ

社Ｂ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 44 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、事務手続誤りにより申立人の資格喪失日を昭和 44年５月 20

日と届け出たため、申立期間の保険料を納付していないとしていることから、

事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5446  

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成元年２月 21 日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成元年２月 20日から同年２月 21日まで 

    私は、Ａ社に昭和 50年４月１日から平成 14年 11月 30日まで継続して勤

務している。元年２月 21 日に同社本社から同社Ｂ支店に転勤になったが、

社会保険事務所(当時)の厚生年金保険の加入記録では、同年２月 20 日から

同年２月 21 日までの厚生年金保険の記録が無く納得できないので、調査の

上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の辞令から、申立人が同社に継続して勤務(平成元

年２月 21日にＡ社本社から同社Ｂ支店に異動)していることが認められる。 

なお、事業主は、「申立人の資格喪失日に係る届出について、関連資料が無

いことから不明であるものの、事業所の転勤、部署異動のデータ及び当時の状

況からすると、申立内容に間違いはない」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人のＡ社における資格喪失日は、平成元年２月 21日であると認められる。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5447 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 19 年 10

月１日、資格喪失日は 20 年９月１日であると認められることから、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、30円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20 年９月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらったが、終戦まではＡ社に勤

務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務

していたことが認められる。 

また、上記の同僚のうち、「申立人と同じ学校を卒業し、Ａ社において同じ

期間、同じ職種として勤務した」と陳述する同僚１名については、厚生年金保

険被保険者台帳（旧台帳）で、申立期間に当たる昭和 19年 10月１日にＡ社名

で被保険者資格を取得し、20 年９月１日に同資格を喪失していることが確認

できる。さらに、公文書館の資料によると、23 年２月９日にＢ庁舎は火災の

被害に遭っているところ、当該同僚に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）

において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿について「23．２．９．（焼

失）」の記載が確認できる。 

加えて、Ａ社は、昭和６年５月６日に健康保険の適用を受けているものの、

同社に係る厚生年金保険被保険者名簿について社会保険事務所では、「申立期

間後の昭和 23年 10月にＡ社の被保険者に係る検認がなされ、右上に＊番の表

示がある事業所名称及び所在地の記載から始まる切替え後の被保険者名簿は

確認されたが、＊番より前の表示がある切替え前の被保険者名簿については見



                    

  

つけられない」と回答している。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険被の記録が無いこと

の原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記入漏れ、

被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられるが、被保険者名簿の大規模な焼失

等から半世紀も経た今日において、保険者も被保険者名簿の完全な復元をなし

得ない状況の下で、申立人及び事業主にその原因がいずれにあるのかの特定を

行わせることは不可能を強いるものであり、同人らにこれによる不利益を負担

させるのは相当でないというべきである。 

以上を踏まえて本件をみるに、申立人が申立期間に継続して勤務した事実が

推認できること、申立てに係る厚生年金保険の記録は、事業主がその届出を行

った後に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特

段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申

立人が昭和 19 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、20 年９

月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、同僚の記録から、30 円とする

ことが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災及び火災等の大規模な事故により、被

保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険の記録に相当の欠落

がみられる等、記録の不完全性が明らかな場合においては、以上の事情を考慮

の上、当該記録の欠落の原因が申立人又は事業主にあることが特定できない案

件に関して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これに対処すべきであるが、

現時点ではこれが十分になされているとは言えない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5448  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録

を昭和 61年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年８月 31日から同年９月１日まで 

    社会保険事務所(当時)の厚生年金保険の加入記録では、Ａ社Ｂ支店におけ

る資格喪失日は昭和 61年８月 31日となっており、同年８月の加入記録が無

いが、実際には、同年９月１日付けで同社Ｂ支店から同社Ｃ支店へ転勤して

おり、継続して勤務していることから空白期間は無いはずである。申立期間

を厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人がＡ社に継続

して勤務し（昭和 61 年９月１日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 61年７月の社会保険事務所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は解散しており、保険料を納付したかどうかについては確認できないが、事業

主が資格喪失日を昭和 61 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを同年８月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5449  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和

40年２月 14日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月 14日から同年２月 14日まで 

    社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、申立期間が未加入であるとの回答をもらった。私は、Ｃ社（現在は、Ｂ

社）に入社後、Ｄ社及びＡ社に出向し、同社を昭和 40年２月 14日に退社す

るまで継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された退職者台帳から、申立人は昭和 40年２月 13日にＣ社か

らの出向先であるＡ社を退職したことが確認でき、申立期間も同社に継続して

勤務していたことが認められる。 

   また、申立人が給与明細を記録している帳簿から、昭和 40 年２月分の給与

から同年１月の厚生年金保険料が控除されていることが推認できる。 

   さらに、Ｂ社人事部は、「当時の状況については不明であるものの、現在は、

退職月に前月分の厚生年金保険料を控除しており、退職月の前月まで厚生年金

保険に加入している」と回答している。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年12月の社会保険事務所の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情



                    

  

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 5450  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59年１月１日から 60年１月１日までにつ

いて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の記

録を 32万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 また、申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年８月１日から同年９月 21日ま

での厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められるこ

とから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年８月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年１月１日から 60年１月１日まで 

             ② 昭和 60年２月２日から同年９月 21日まで 

    社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務していた期間のうち、昭和 59 年分の源泉徴収票に記載され

ている社会保険料等の金額が、ほかの年と比較して著しく高い金額となって

いるので、標準報酬月額を正しく訂正してほしい。（申立期間①） 

    また、昭和 60年２月２日から同年９月 21日までについては、Ａ社で継続

して勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の加入記録が無く納得でき

なので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。（申

立期間②） 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚



                    

  

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準

報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することになる。 

そこで、申立人が所持する昭和 59 年分の給与所得の源泉徴収票には、社会

保険料等の金額(40 万 9,398 円)が記載されているが、オンライン記録による

申立期間①に係る標準報酬月額を用いて算定される同年分の社会保険料等の

申立人負担額(22 万円余り)は、上記の金額を大きく下回り、当該期間におい

て上記の標準報酬月額に相当する額を超える厚生年金保険料を事業主により

控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間①に係る標準報酬月額については、昭和 59 年分の源

泉徴収票で確認できる上記の社会保険料等の金額から算定した厚生年金保険

料に見合う金額の 32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、昭和 59 年分の給与所得の源泉徴収票において確

認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録における標準

報酬月額が、長期にわたり一致していないことから、事業主は、上記の源泉徴

収票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

申立期間②については、雇用保険の記録から、申立人はＡ社において継続し

て勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間②のうち、昭和 60 年８月に係る標準報酬月額を同年９月の

標準報酬月額と同じ金額として同年分の社会保険料等の申立人負担分を算定

すると、同年分の源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額（約 16 万

円）とおおむね一致した額となる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、昭和 60 年８

月に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められ

る。 

また、申立期間②のうち、昭和 60年８月１日から同年９月 21日までに係る

標準報酬月額については、同年分の源泉徴収票で確認できる上記の社会保険料

等の金額から算定した厚生年金保険料に見合う金額である 22 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                    

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②のうち、昭和 60 年２月２日から同年８月１日までについ

ては、同年分の源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額から算定した

厚生年金保険料額から判断すると、申立人が被保険者として、当該期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 



大阪厚生年金 事案 5451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17年 12月２日及び 18年 12 月４日に支給された賞与におい

て、70万 6,000円及び 72万 4,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 17 年 12 月２日は 70 万 6,000 円、18 年 12 月４日は

72万 4,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 平成 17年 12月２日 

② 平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 17 年 12 月２日は 70 万 6,000 円、18 年 12 月４日

は 72 万 4,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 5452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17年 12月２日及び 18年 12 月４日に支給された賞与におい

て、113万 7,000円及び 117万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準

賞与額に係る記録を 17 年 12 月２日は 113 万 7,000 円、18 年 12 月４日は 117

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 平成 17年 12月２日 

② 平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 17年 12月２日は 113万 7,000円、18 年 12月４日

は 117 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 5453 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17年 12月２日及び 18年 12 月４日に支給された賞与におい

て、119万 8,000円及び 123万 5,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

の標準賞与額に係る記録を 17年 12月２日は 119万 8,000円、18 年 12月４日

は 123万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 平成 17年 12月２日 

② 平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 17年 12月２日は 119万 8,000円、18 年 12月４日

は123万5,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 5454 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17年 12月２日及び 18年 12 月４日に支給された賞与におい

て、47万 7,000円及び 49万 4,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 17 年 12 月２日は 47 万 7,000 円、18 年 12 月４日は

49万 4,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 平成 17年 12月２日 

② 平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 17 年 12 月２日は 47 万 7,000 円、18 年 12 月４日

は 49 万 4,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 5455 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17年 12月２日及び 18年 12 月４日に支給された賞与におい

て、46万 3,000円及び 47万 9,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 17 年 12 月２日は 46 万 3,000 円、18 年 12 月４日は

47万 9,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 平成 17年 12月２日 

② 平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 17 年 12 月２日は 46 万 3,000 円、18 年 12 月４日

は 47 万 9,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 5456 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17年 12月２日及び 18年 12 月４日に支給された賞与におい

て、47万 8,000円及び 49万 5,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 17 年 12 月２日は 47 万 8,000 円、18 年 12 月４日は

49万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 平成 17年 12月２日 

② 平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 17 年 12 月２日は 47 万 8,000 円、18 年 12 月４日

は 49 万 5,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 5457 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17年 12月２日及び 18年 12 月４日に支給された賞与におい

て、97 万 5,000 円及び 100 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準

賞与額に係る記録を 17 年 12 月２日は 97 万 5,000 円、18 年 12 月４日は 100

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 平成 17年 12月２日 

② 平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 17 年 12 月２日は 97 万 5,000 円、18 年 12 月４日

は 100 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 5458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18 年 12 月４日に支給された賞与において、68 万 9,000 円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を同年 12 月

４日は 68万 9,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  平成 18年 12月４日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の標準賞与額が記録されていないとの回答をもらった。勤務先の

Ａ社が社会保険事務所に対し届出を行わなかったとのことなので、標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された所得税源泉徴収簿及び賞与支払台帳から、申立人は、申

立期間に係る賞与から平成 18 年 12 月４日は 68 万 9,000 円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してお

らず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。

 



大阪国民年金 事案 3861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年１月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から 54年３月まで 

私と妻が、国民年金に加入した時期は定かでないが、結婚後、何度か自宅

に夫婦二人分の国民年金保険料の納付書が送られてきた記憶がある。 

しかし、納付書が送付されてきた当時は、納付書のことは気になっていた

ものの、生活が苦しくて保険料を納付することができなかった。 

その後、妻が次女を出産する直前の昭和 54 年３月ごろ、それまでに送ら

れてきた夫婦二人分の納付書と現金を妻が持参して、Ａ社会保険事務所（当

時）に行き、保険料を納付した。 

その時に、妻が納付した金額は、夫婦二人分合わせて 17万円又は 18万円

程度だったと記憶しているが、申立期間のすべての期間をさかのぼって納付

したか、一部期間のみであったかなどの詳細は覚えていない。 

送付されてきた夫婦二人分の納付書に記載してあった期間の保険料を妻

が、さかのぼって納付した記憶があるのに、申立期間のすべてが未納と記録

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、申立人の妻が、昭和 54 年３月ごろに、それまでに申立人夫婦に

送付されてきた国民年金保険料の納付書を社会保険事務所（当時）に持参して、

納付書に記載していた申立人夫婦に係る申立期間の全部又は一部期間の保険

料の合計 17万円から 18万円程度をさかのぼって納付したと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の手帳記号番号で払い

出された任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 54 年７月ごろにＢ市にお

いて夫婦連番で払い出されたことが推認される。制度上、被保険者が国民年金

に加入して国民年金手帳記号番号が払い出される前に行政機関側から国民年



金保険料の納付書を発行することはできないことから、申立人が陳述する時期

に申立期間の保険料の納付書が発行されていたとは考え難い。 

また、申立人に係る国民年金記録をみると、特殊台帳の昭和 53年度欄に「54

催」との押印が確認できるが、これは、54 年度に申立期間のうち、53 年度の

保険料について納付の催告を示すものであり、当該期間の保険料が納付された

ことを示す事跡は見当たらず、その妻の記録も同様である。 

さらに、申立期間当時は第３回特例納付実施期間（昭和 53 年７月から 55

年６月まで）であるが、申立人は、申立期間の保険料納付に直接関与していな

い上、申立人の妻に特例納付の相談などをした記憶は無く、申立期間の夫婦二

人分の保険料を特例納付及び過年度納付する場合に必要な保険料額は、申立人

が記憶する 17万円から 18万円程度に比べて大きくかい離している。 

加えて、申立期間当時に申立人夫婦が居住していたとする住所地を管轄する

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認を

したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

このほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料が納付されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3862 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年１月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から 54年３月まで 

私と夫が、国民年金に加入した時期は定かでないが、結婚後、何度か自宅

に夫婦二人分の国民年金保険料の納付書が送られてきた記憶がある。 

しかし、納付書が送付されてきた当時は、納付書のことは気になっていた

ものの、生活が苦しくて保険料を納付することができなかった。 

その後、次女を出産する直前の昭和 54 年３月ごろ、それまでに送られて

きた夫婦二人分の納付書と現金を持参して、Ａ社会保険事務所（当時）に行

き、保険料を納付した。 

その時に、私が納付した金額は、夫婦二人分合わせて 17万円又は 18万円

程度だったと記憶しているが、申立期間のすべての期間をさかのぼって納付

したか、一部期間のみであったかなどの詳細は覚えていない。 

送付されてきた夫婦二人分の納付書に記載してあった期間の保険料をさ

かのぼって納付した記憶があるのに、申立期間のすべてが未納と記録されて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、昭和 54 年３月ごろに、それまでに申立人夫婦に送付されてきた

国民年金保険料の納付書を社会保険事務所（当時）に持参して、納付書に記載

していた申立人夫婦に係る申立期間の全部又は一部期間の保険料の合計 17 万

円から 18万円程度をさかのぼって納付したと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の手帳記号番号で払い

出された任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 54 年７月ごろにＢ市にお

いて夫婦連番で払い出されたことが推認される。制度上、被保険者が国民年金

に加入して国民年金手帳記号番号が払い出される前に行政機関側から国民年



金保険料の納付書を発行することはできないことから、申立人が陳述する時期

に申立期間の保険料の納付書が発行されていたとは考え難い。 

また、申立人に係る国民年金記録をみると、特殊台帳の昭和 53年度欄に「54

催」との押印が確認できるが、これは、54 年度に申立期間のうち、53 年度の

保険料について納付の催告を示すものであり、当該期間の保険料が納付された

ことを示す事跡は見当たらず、その夫の記録も同様である。 

さらに、申立期間当時は第３回特例納付実施期間（昭和 53 年７月から 55

年６月まで）であるが、申立人に特例納付の相談などをした記憶は無く、申立

期間の夫婦二人分の保険料を特例納付及び過年度納付する場合に必要な保険

料額は、申立人が記憶する 17万円から 18万円程度に比べて大きくかい離して

いる。 

加えて、申立期間当時に申立人夫婦が居住していたとする住所地を管轄する

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認を

したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料が納付されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年６月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年６月から 61年３月まで 

    私は、昭和 56 年４月の結婚後に国民年金に任意加入し、その後は継続し

て国民年金に加入しており、詳細は覚えていないが、申立期間を含む国民年

金保険料をずっと継続して納付していたと思っている。 

私の国民年金記録をみると、昭和 58 年６月に国民年金被保険者資格を喪

失したと記録されているが、私も夫もそのような手続をした記憶は無い。 

申立期間について、納付記録が無く未納と記録されていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年４月ごろに国民年金に任意加入して以降、申立期間を

含めて継続して国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人に係る国民年金記録をみると、申立人は、昭和 58年６月 25

日付けで国民年金の任意加入被保険者資格を喪失し、その後、第３号被保険者

として 61 年４月１日付けで国民年金資格を再取得していることが、オンライ

ン記録、Ａ市の国民年金記録及び申立人が所持する年金手帳の資格記録欄から

確認でき、当該期間は国民年金の未加入期間となり、制度上、保険料を納付す

ることはできない。 

また、国民年金の資格喪失月の保険料は徴収しないこととされているところ、

上述のとおり、申立人は昭和 58年６月 25日付けで国民年金加入資格を喪失し

ているため、納付済みの同年６月の保険料が 59 年９月に還付決定されている

ことが、申立人に係る特殊台帳及び還付整理簿の記録から確認できる。 

さらに、申立人から申立期間当時の保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろう

としても、納付したことをうかがわせる周辺事情は見いだせなかった。 



加えて、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料が納付されていたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 10 月から 44 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 44年９月まで 

 私は、申立期間当時、日雇の雇用保険には加入していたが、会社の健康

保険及び厚生年金保険には加入しておらず、その当時、妻が家族の国民健

康保険の加入手続を行ったと思うので、その際、同時に夫婦二人分の国民

年金にも加入して国民年金保険料を納付してくれたと思う。 

申立期間について、１年間も国民年金に加入していなかったとは考え難

いので、もう一度納付記録を調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年 10 月ごろに妻が夫婦二人の国民年金加入手続を行い、

その妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人に係るオンライン記録をみると、申立人に国民年金被保険者

資格を取得した期間は無く、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、

保険料を納付することはできない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立人

が居住していたとするＡ市を管轄する社会保険事務所（当時）が保管する国民

年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人の妻の国民年金記録をみると、昭和 53年 10月に初めて国民

年金被保険者資格を取得したことが特殊台帳に記載されており、その妻も申立

期間は国民年金の未加入期間であったことが確認できる。 

加えて、申立人は、申立期間の保険料納付に直接関与しておらず、当時、夫

婦二人分の保険料を納付していたとするその妻は、病気のため申立期間当時の

保険料納付状況等についての記憶が無く、申立期間当時の納付状況等の詳細は

不明である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3865 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年４月から同年９月まで 

    私が 20 歳になった平成５年ごろ、母がＡ市Ｂ区役所で私の国民年金の加

入手続をした。 

母は、平成 12 年４月又は同年５月ごろに、自宅に来た集金人から、私の

それまでの国民年金保険料の納付状況をまとめたメモをもらい、このメモに

「支払」と記載された申立期間の保険料を納付することが必要と聞き同期間

の保険料をさかのぼって集金人に納付したと母から聞いている。 

母が、集金人の指示のとおり保険料を納付したにもかかわらず、申立期間

の保険料が未納と記録されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母が、平成 12 年４月又は同年５月ごろに申立期間の国民年

金保険料を自宅に来た集金人にさかのぼって納付したと申し立てている。 

しかし、申立人は申立期間の保険料納付に直接関与しておらず、保険料を納

付していたとする申立人の母は、申立期間の保険料を集金人に納付したとする

ものの、その納付時期等についての記憶は定かでない上、Ｃ市によると、当時、

同市には集金人制度はなく、過年度保険料の収納も行っていなかったとしてお

り、その母の陳述と符合しない。 

また、申立期間当時、既に領収済通知書の被保険者情報、納付金額などにつ

いては、光学式文字読取機（ＯＣＲ）による処理が行われており、納付済みの

記録の全部又は一部について漏れるなどの記録誤りがあったものとは考え難

いところ、申立人に係るオンライン記録及びＣ市の被保険者名簿とも未納と記

録されている。 

さらに、申立人の母が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料が納付されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3866 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたとは認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

    結婚前、役場の職員が家庭訪問したことをきっかけに国民年金に加入した。

加入手続及び保険料の納付は母が行ってくれた。国民年金手帳には「昭和

35年 10月１日強制加入」となっており、加入後の保険料はすべて納付して

いたと思う。 

母が保険料を納付しているのを隣で見ていたこともあり、申立期間の保険

料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料を申立人の母が自宅で納付していたと申し立て

ている。 

そこで、申立人の国民年金加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号払

出簿から昭和 41 年 10 月 21 日であることが確認できる。この場合、申立期間

のうち、36年４月から 39年６月までの保険料は時効により制度上、納付する

ことができず、同年７月から 41 年３月までの保険料は過年度納付が可能であ

るが、申立人は集金人に現年度納付していたと陳述しており、符合しない。 

また、申立人は、国民年金加入手続及び保険料納付には直接関与しておらず、

加入手続及び保険料納付をしていたとする母親は既に亡くなっているため、当

時の具体的な納付状況等は不明である。 

さらに、申立期間は 60 か月と長期間であり、行政側がこれだけの長期にわ

たり事務的過誤を継続するとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書控え等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



そのほか、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、旧姓を

含む別の読み方による氏名検索を行ったが、その形跡は見当たらず、申立人に

対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年１月から 41年８月までの期間、47年６月から同年 10月

までの期間、63年４月から平成元年３月までの期間、２年 12月から３年３月

までの期間及び４年４月から５年３月までの期間並びに９年４月及び同年５

月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年１月から 41年８月まで 

             ② 昭和 47年６月から同年 10月まで 

             ③ 昭和 63年４月から平成元年３月まで 

             ④ 平成２年 12月から３年３月まで 

             ⑤ 平成４年４月から５年３月まで 

             ⑥ 平成９年４月及び同年５月 

    私は、昭和 37 年 12月に会社を退職した後、自宅に社会保険事務所（当時）

から国民年金の勧誘員が来て、当時はまだ強制ではなかったと思うが加入

手続をし、退職した翌月からの保険料をきっちり計算し、集金して帰った。

時々集金に来てはカーボン紙の領収書を置いていったが、本当に納付にな

っているか心配だったのでＡ社会保険事務所（当時）に確認に行ったこと

があるが書類は見せてもらえず、不信感でいっぱいだった。その後、３社

ほど会社に勤めたが、退職するたびに自宅に勧誘に来て集金して行った。 

    全額免除の期間については、全額免除の申請をした記憶は無く、減額免除

（一部免除）の申請をし、月に 200円から 300円の保険料を納付していた。

老後は年金だけが頼りだと思っていたので必ず納めていたはずである。未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 37 年 12月に会社を退職した次の月から国民年金保険料を納

め、その後は会社を退職するたびに国民年金に加入し保険料を納付しており、 

  免除の期間についても全額免除を申請した記憶は無く、一部免除を申請して減



額された保険料を月 200円から 300円納めていたと申し立てている。 

申立期間①について、申立人の国民年金加入状況をみると、オンライン記録

から、昭和 44年７月 18日付けで第一号被保険者資格を取得するまで国民年金

に加入した形跡が無く、申立期間①は未加入期間となり保険料を納付すること

はできない。 

また、申立人の国民年金加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号が昭

和 44 年７月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿から確認

でき、37年 12月に会社を退職後国民年金に加入したとする陳述と符合しない。 

申立期間②について、特殊台帳及びＢ市の被保険者名簿から、昭和 45 年１

月 19日に国民年金被保険者資格を喪失後、47年 11 月 28日に任意加入するま

での間、国民年金に加入した形跡が無く、申立期間②は未加入期間であること

から保険料を納付することはできない。 

申立期間③、④、⑤及び⑥について、オンライン記録をみると、それぞれの

期間の保険料について、申請の上で全額免除が承認されていることが確認でき

る。申立人は、この間の免除は一部免除を申請したものであり、月に 200円か

ら 300円の保険料を納付していたと申し立てているが、一部免除の制度が始ま

ったのは平成 14 年からであり、申立期間③、④、⑤及び⑥の保険料を一部免

除して納付することはできない。 

また、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について各種氏名検索

を行ったが、その形跡は見当たらず、申立人に対して別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3868 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61年４月から平成３年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成３年 12月まで 

    私は、定期的にＡ市役所から送られてくる納付書に従い、保険料を納付し

ていた。一時的に納付が苦しい時があったが、遅れながらも未納無く納め

ていた。 

６年近くも納付していなかったら必ず督促状が届くと思うが見た記憶が

無く、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、定期的に届く納付書で遅れながらも未納無く納付していたと申し

立てている。 

   そこで、申立人の国民年金の資格に関する記録をみると、オンライン記録か

ら、昭和 47 年９月に任意で国民年金に加入し被保険者資格を取得したものの

59 年４月に資格を喪失し、61 年４月に資格を再取得した後、平成４年１月に

60 歳で資格を喪失、同年３月から９年５月まで高齢任意加入により資格を再

取得していることが確認できる。しかし、申立期間である昭和 61 年４月から

平成３年 12 月までの国民年金加入期間は、６年６月９日の記録修正により追

加されたものであることも確認できる。この場合、申立期間当時、申立人は国

民年金に未加入であり保険料を納付することはできない。 

   また、申立期間の国民年金被保険者資格の取得の処理をした平成６年６月９

日の時点では、申立期間の保険料は時効の成立により、制度上納付することは

できない。 

   さらに、Ａ市の被保険者名簿を見ると、高齢任意加入時の受給資格状況が記

録されていることを踏まえると、申立人は高齢任意加入手続の際、申立期間が

未納になっていることについての説明を受けていたものと考えられる。 



   加えて、申立人に別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について各

種氏名検索を行ったがその形跡は見当たらず、ほかに申立人が申立期間の保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含め総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年９月から 55年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年９月から 55年 12 月まで 

昭和 54 年８月、Ａ国から帰国し、同年９月ごろ、Ｂ市役所で国民年金の

加入手続を行った。そのとき、母が同行してくれた。国民年金手帳は加入手

続時に交付されたか、後日郵送されてきたか記憶が定かでないが、確かに受

け取った。申立期間の保険料は母が納付し、その時に交付される領収書は母

が保管してくれていた。 

平成５年、Ｃ市からＤ市に引っ越し、夫が同市役所で住所変更手続を行っ

たとき、夫は申立期間が未納とされていることを聞いてきた。夫はそのこと

を私と母に話すと、母は、保管していた領収書を私に手渡し、申立期間が未

納とされていることは事実と相違するので市役所で記録の訂正をしてくる

ようにと言った。そこで私は、同市役所の職員に、母から受け取った領収書

を提出し、未納とされている期間を訂正してほしい旨申し出た。 

その職員は、私が提示した年金手帳の記号番号をメモに執った上、私が手

渡した領収書を受け取り「ちゃんとしておきますから」と言ったので、私は

この対応に不安を感じながらも信用するしかないと考え、帰宅した。 

平成 20 年、年金問題が報道されるようになり、５年のＤ市役所でのやり

取りを思い出し、20 年７月、Ｅ年金相談センター（当時）で自分の年金記

録を調べてもらったが、申立期間の記録は訂正されていなかった。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年９月ごろ、母親に同行してもらってＢ市役所で国民年

金加入手続を行い、申立人の母親が申立期間の保険料を納付してくれていたと

申し立てている。 



そこで、申立人の国民年金の加入手続時期をみると、Ｂ市の被保険者名簿か

ら、昭和 56年１月であることが確認でき、54年９月に加入手続を行ったとす

る申立人の陳述と符合しない。 

また、加入手続時点において申立期間の保険料は過年度納付を行う必要があ

るところ、申立人は、保険料を納付したとするその母親から、保険料をさかの

ぼって納付したとは聞いていないと陳述している上、申立人は申立期間の保険

料納付に直接関与しておらず、申立期間の保険料を納付したとする申立人の母

親からも当時の事情をうかがうことはできなかった。 

なお、申立人は、Ｄ市役所の職員に申立期間に係る領収書を提出し、同期間

を納付済みとするよう求めたと申し立てているが、申立人は、領収書に記載さ

れていた保険料額及び納付期間に関する記憶が定かでなく、その領収書が申立

期間に係るものであったことをうかがわせる事情は酌み取れなかった。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、氏名検索を

行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査し

たが、その形跡は見当たらず、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年６月から 49年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年６月から 49年 12 月まで 

19 歳のとき、母から、20 歳になるまでに必ず国民年金に加入するよう言

われた。昭和 42 年６月＊日、Ａ区役所で国民年金の加入手続を行った。そ

のとき、オレンジ色の年金手帳を受け取った。加入手続を行った後、送付さ

れてきた納付書を使って、同区役所の窓口で保険料を納付した。約３か月に

１度の割合で、３度あるいは４度、保険料を納付した。22歳ないし 23歳の

時からＢ銀行又はＣ銀行で納付書を使って１年分の保険料をまとめて前払

いした。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年６月にＡ区役所で国民年金の加入手続を行い、以後、

納付書を使って、Ａ区役所又はＢ銀行若しくはＣ銀行で、申立期間の保険料を

納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号払

出時期は国民年金手帳記号番号払出簿から、昭和 52 年３月であることが確認

できる。この時点で時効が成立していない 50 年１月から 51年３月までの保険

料は過年度納付を行ったことが確認できるが、払出時点において、申立期間の

保険料については、制度上、時効の成立により納付することはできない。 

また、申立期間当時、加入手続及び保険料徴収に関する事務は、被保険者が

住民登録をしている市区町村が行っていたが、申立人の住所地に関する状況を

みると、除籍の附票から、昭和 42 年２月にＤ市に、46 年４月にＥ市に、49

年８月に再びＤ市に、同年９月にＡ区に移転したことが確認でき、42 年６月

にＡ区役所で年金加入手続を行い、以後、３度あるいは４度、同区役所で保険



料を納付したとする申立人の陳述と符合しない。 

さらに、昭和 48年３月まで、Ｆ市の保険料収納方法は印紙検認方式であり、

申立期間の保険料を納付書により納付したとする申立人の陳述と符合しない

上、オレンジ色の年金手帳は 49年ごろから交付され始めており、42年６月に

同色の年金手帳を受け取ったとする申立人の陳述とも符合しない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、別の読み方

による氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払

出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、ほかに申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3871（事案 1546の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年３月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 42年３月まで  

    昭和 38 年３月にＡ市に転居後、妻が、自治会を通じて国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料も、妻が集金人に納付した。それなのに、申立期

間の保険料が未納と記録されており、納得できないとして年金記録確認第三

者委員会に記録の訂正を申し立てたが、認められない旨の通知を受けた。 

    しかし、私がＡ市に転居した当時、同市では、国民年金と国民健康保険は

同時に加入し保険料を納付するシステムであり、私も、国民健康保険に加入

すると同時に国民年金にも加入して、双方の保険料を同時に納付してきたの

で、申立期間を納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和

42 年に払い出されており、この手帳記号番号では、申立期間の国民年金保険

料は申立てのようには現年度納付できない上、39年 12月以前の保険料につい

ては制度上過年度納付することもできない。また、申立人は、申立人の妻が自

治会を通じて加入手続を行ったとしているところ、Ａ市では、同手続は自治会

を通じて行うことは無いとしていることなどから、既に当委員会の決定に基づ

く平成21年１月23日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

今回、申立人は、申立期間当時、Ａ市では、国民年金と国民健康保険は同時

に加入し保険料を納付することとしており、自分も国民健康保険に加入すると

同時に国民年金にも加入して、双方の保険料を同時に納付してきたと主張して

いるが、同市では、当委員会の照会に対し、「当時も現在も、国民年金と国民

健康保険はそれぞれ別に加入手続を行うことが必要であり、保険料の徴収もそ



れぞれ別に行っていた」と回答していることから、申立人の主張は当委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに当委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年５月から４年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年５月から４年 12月まで 

会社を退職後、実家に戻った平成３年５月に国民年金の加入手続を行った。

その後、納付書にて月額１万 2,500円ぐらいの保険料を定期的に銀行で納付

した。当時の資料等は残っていないが、老後のことを考えて納付していたの

で、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を辞めた平成３年５月に国民年金に加入した以降は、定期的

に保険料を納付したはずであると申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金に係る最初の資格取得日をみると、平成 17 年２

月 1日であることがオンライン記録から確認できる。この場合、申立期間は未

加入期間となるため、制度上、保険料は納付できない。 

また、申立人が陳述する月額保険料１万 2,500円は、申立期間当時の月額保

険料 9,000 円から 9,700 円とは符合しない上、納付済みである平成 17 年２月

から同年 12 月までの月額保険料１万 3,300円と近似していることを踏まえる

と、申立人は、当該期間の保険料納付と錯誤している可能性が高いものと考え

られる。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、オ

ンライン記録により、別読みによる申立人の氏名の確認を行ったほか、当時の

住所地を管轄する社会保険事務所（当時）において国民年金手帳記号番号払出

簿の内容をすべて確認したが、申立人に対して、別の手帳記号番号の存在はう

かがえなかった。また、この点については、申立人が加入手続を行ったとする

市において、当該手続を行った場合に作成されるべき被保険者名簿が不存在で

ある状況と整合している。 



加えて、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかっ

た。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から同年 12月まで 

    私が 24 歳のころ、Ａ市の職員の方が何度か家に国民年金の加入勧奨に来

られたので、市役所本庁で加入手続をした。その時に、女性の係員が、２年

前にさかのぼって保険料を納めたらどうですかと言われ、１か月 500円の保

険料を２年分、１万 2,000円を窓口のカウンターで納め、薄いカーボン紙の

領収書をもらった。その時の会話では、22 歳と何か月から入ったことにな

ると言われたので、62 歳と何か月で満期ですかと聞くと、そうですと言わ

れた。それなのに納付記録は未納とされており納得できない。 

    なお、加入時は薄茶色の年金手帳に領収書を貼
は

っていたが、朱色の手帳に

替わったので処分してしまった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は 24 歳のころ、Ａ市で国民年金に加入し、２年前にさかのぼって保

険料を納付したはずであると申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続時期をみると、申立人が満 26 歳にな

る＊か月前の昭和 49 年 11月 18 日であることが、市の被保険者名簿から確認

できる。この場合、24歳（昭和 47年）ごろに加入手続したとする陳述とは符

合しないとともに、申立期間については、時効の成立により、制度上、既に保

険料を納付できない期間となっている。 

また、申立人がＡ市で最初に居住したとする団地への入居時期は、昭和 49

年５月以降であることが、Ｂ団体の回答から確認でき、この点においても 24

歳ごろに同市において加入したとする陳述とは符合しない。 

さらに、申立人の納付記録をみると、加入手続年度である昭和 49 年度から

現年度納付を開始するとともに、申立期間直後の昭和 47年１月から 49年３月



までの２年３か月の保険料（１万 5,300 円）を同年 12 月及び 50 年 12 月の２

回に分けて過年度納付していることが、市の被保険者名簿から確認できる。一

方、申立人は加入時に２年分の保険料を遡及
そきゅう

納付した後は、定期的に現年度納

付していたと陳述していることを踏まえると、前記の過年度納付と錯誤してい

る可能性も否定できない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、オ

ンライン記録により、別読みによる申立人の氏名の確認を行ったほか、当時の

住所地を管轄する社会保険事務所（当時）において国民年金手帳記号番号払出

簿の内容をすべて確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号の存在はうか

がえず、また、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらな

かった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年５月から 50年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年５月から 50年４月まで 

    私が実家にいる昭和 44 年ごろに国民年金に加入し、集金に来る町会役員

に２か月に１回、父が保険料を弟の分と一緒に納付してくれていた。納付形

態は叔母と同じで、集金袋に日付の入ったゴム印を押してもらい、年金手帳

にも印を押してもらっていた。納付していた時期は叔母と同じではないが、

父が納付してくれていたので、申立期間について未納とされていることは納

得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、実家にいる昭和 44 年ごろに国民年金に加入し、父が申立人の保

険料を弟の分と一緒に、集金人に納付してくれていたと申し立てている。 

そこで、申立人の資格記録をみると、平成 13 年６月 13日付けで初めて国民

年金の資格を取得していることが、オンライン記録から確認できる。この場合、

申立期間は未加入期間となり、制度上、保険料は納付することができない。 

また、申立人より３歳年下の弟の年金制度への加入状況をみると、厚生年金

保険の加入記録しかないことが、オンライン記録から確認でき、父が申立人の

保険料を弟の分と一緒に集金人に納付してくれていたとする陳述とは符合し

ない。 

さらに、当時の集金人は既に亡くなっており、その長男から申立期間当時の

状況を聴取したが、申立人が保険料を納付していたことを裏付ける陳述は得ら

れなかった。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、オ

ンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる申立人の氏名の確認を行った

ほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所（当時）において国民年金手帳



記号番号払出簿の内容をすべて確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号

の存在はうかがえず、また、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等

も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年３月から 51年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から 51年 12月まで 

Ａ市Ｂ区に住んでいた昭和 54 年７月ごろ、母と区役所へ行った時、国民

年金加入の重要性を母から説得されて加入した。その時職員から今なら 20

歳までさかのぼって保険料を納付できると言われたので、その場合の納付金

額を計算してもらい、後日役所から送られてきた納付書によって、20 歳に

なった月にさかのぼって加入前の全期間について、母の金銭的援助を受けて

保険料を一括納付した。ただし、納付金額及び納付場所は覚えていない。そ

れ以来、年金については安心していたのに、最近、社会保険事務所（当時）

から加入当初 20 歳時点にさかのぼって一括納付したはずの期間が未納にな

っているという通知が来て、非常にショックを受けた。納付したことを証明

する書類は何も残っていないが、20 歳にさかのぼって納付したことは確か

だと思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、31歳であった昭和 54年７月ごろ、Ａ市Ｂ区役所で国民年金への

加入手続を行い、後日役所から送付された納付書によって、20 歳時点にさか

のぼって加入前の全期間について保険料を特例納付したと申し立てている。 

しかしながら、特例納付は、無年金者の救済措置として設けられた制度であ

り、市では、当時、受給権確保の観点から、35 歳以上の未加入者等を対象に

納付勧奨を行っていた形跡が当時の市の資料から確認できる。この場合、加入

当時 31歳であった申立人は、勧奨対象者では無かったものと推定できる。 

また、申立人が申立期間について特例納付した場合に要する納付金額は 42

万 4,000円と高額に達するものの、申立人は、納付場所等を含め保険料納付を

めぐる記憶は定かではない。 



さらに、申立人の納付記録をみると、加入手続時点で過年度期間となる申立

期間直後の 27 か月の保険料が納付済みであることから、過年度納付がなされ

たものと推定でき、この間の事情と錯誤している可能性は否定できない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、オ

ンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる申立人の氏名検索を行ったほ

か、当時の住所地を管轄する社会保険事務所において国民年金手帳記号番号払

出簿の内容をすべて調査したが、申立人に対して別の手帳記号番号の存在はう

かがえず、また、申立期間の特例納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらな

かった。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3876 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年７月から 49年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年７月から 49年１月まで 

私が 26歳又は 27歳であった年の３月ごろ、郷里にいた母の勧めを受けて

Ａ区役所で国民年金の加入手続をした。母からさかのぼって保険料を納付で

きると聞いていたので、私は 20 歳の時点にさかのぼって、加入前の期間に

ついて区役所の窓口で保険料を一括納付した。納付金額は覚えていないが、

納付書は用いず、現金だけで納付し、その結果丸い領収印がいくつも押され

た大きめの領収書とともに年金手帳が交付されたことを覚えている。最近、

加入当初さかのぼって納付したはずの期間が未納とされていることを知っ

たが、多数の丸い領収印のある領収書の記憶が鮮明にあり、申立期間の保険

料は確かに納付したと思うので調査及び記録の訂正を求めたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、26歳又は 27歳になった年の３月ごろ、Ａ区役所で国民年金への

加入手続をするとともに、20 歳到達月にさかのぼって加入前の期間の保険料

を特例納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の加入手続時期をみると、申立人の国民年金手帳記号番号の

前後の記号番号が払い出された任意加入者の資格取得日から、昭和 49 年２月

26日若しくは同年２月 27日になされたものと推定される。この加入時期は附

則 18条による特例納付実施期間中であるため、申立期間のうち、43年７月か

ら 48 年３月までについては特例納付が、また、47 年１月から 48 年３月まで

については特例納付に加えて過年度納付も可能であるが、Ａ区は当時区役所で

は特例納付及び過年度納付を取り扱っていなかったとしていることから、申立

期間の保険料を区役所で納付したとする申立人の陳述は、当時の区の取扱いと

は符合しない。 



また、特例納付は、無年金者の救済措置として設けられた制度であり、加入

当時、26 歳であった申立人には、受給権確保の観点からの必要性は無かった

ものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間について特例納付を含め納付を行った場合に要す

る金額は 5万 1,300円に達するものの、申立人は、金額を含め保険料納付をめ

ぐる記憶は定かではない。 

加えて、申立人の納付記録をみると、加入月の昭和 49 年２月に同年２月か

ら同年６月までの５か月の現年度保険料を一括納付していることが特殊台帳

によって確認できる。この場合、申立人は、48 年４月以降についても同様に

現年度納付が可能であったにもかかわらず、加入月から保険料納付を開始した

こととなり、加入前の申立期間について遡及
そきゅう

納付する意思は有しなかったもの

と考えられるとともに、この加入当初の現年度保険料の一括納付と錯誤してい

る可能性は否定できない。 

このほか、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、

オンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる申立人の氏名検索を行った

が、申立人について別の手帳記号番号の存在はうかがえなかった上、申立期間

の特例納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年５月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年５月から 61年３月まで 

    私が 20 歳になったころ、当時は大学生で実家を離れて下宿していたが、

実家に区役所から通知があり、母が区役所で私の国民年金の加入手続を行い、

私が大学を卒業して昭和 61 年４月に就職するまで、母が郵便局又は銀行で

私の国民年金保険料を毎月納付してくれていた。 

私は、その会社に就職後３年ほどで退職し、その時、会社の人から国民年

金の手続を行うよう言われたので、母から受け取った国民年金手帳と厚生年

金手帳を持参し、私が区役所で切替手続を行ったが、提出した手帳は返却さ

れず、現在所持する青い年金手帳を交付された。 

私には、納付した記録のある古い年金手帳が存在していた記憶があるとと

もに、申立期間当時、母が一緒に保険料を納付していた姉と父母に納付記録

があるのに、私だけ未納とされているのは考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学生であった 20 歳のころに区役所から通知があり、申立人の

母親が区役所で申立人の国民年金の加入手続を行ってくれたと申し立ててい

るところ、申立人に係るオンライン記録をみると、申立人が会社を退職した平

成元年３月 26日に初めて国民年金の資格を取得し、翌日の同年３月 27日に同

年３月の保険料を納付していることが確認できることから、会社を退職後、申

立人が直ちに国民年金への切替手続を行ったことがうかがえる。しかし、この

時に払い出された申立人の国民年金手帳記号番号においては、申立期間は、記

録上、国民年金(学生任意加入被保険者)の未加入期間であり、保険料を納付す

ることができなかったものと考えられる。 

また、申立人の母親が、申立てどおり、申立期間の保険料を納付するために



は、申立人が記憶する古い国民年金手帳の存在を裏付ける別の国民年金手帳記

号番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る国民年金手帳記号番号払

出簿の内容をすべて確認し、別の読み方による各種の氏名検索を行ったが、申

立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は

見当たらなかった上、申立人の加入手続を行ったとする母親は、申立人の国民

年金手帳に関する明確な記憶が無く、それを申立人に引き継いだ時期等につい

てもよく覚えていないと陳述している。 

   さらに、申立人は、申立期間当時、申立人の母親が一緒に保険料を納付して

いたとする申立人の姉及び両親の保険料が納付済みであることを納付した根

拠のひとつとしているが、当時、同居していたとする申立人の妹に係るオンラ

イン記録をみると、20 歳から就職するまでの学生であった期間は、申立人同

様、国民年金(学生任意加入被保険者)の未加入期間となっている。 

加えて、申立期間は３年 11 か月に及び、このような長期間にわたり、納付

記録が毎回連続して欠落することは考え難い上、申立人の母親が申立期間の保

険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3878 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年７月から 47年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月から 47年２月まで 

    私は、Ａ市Ｂ区の実家で習い事を教えるため、昭和 44 年７月に会社を退

職したので、父が私の国民年金の加入手続を行うとともに、私が 47 年３月

に結婚するまで、私の国民年金保険料を納付していたと生前父から聞かされ

ていた。 

父は、非常にきまじめな性格であったので、申立期間が未納とされている

のは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年７月に会社を退職後、申立人の父親が申立人の国民年

金の加入手続を行い、申立人が 47 年３月に結婚するまで、申立人の国民年金

保険料を納付していたと父親から聞かされていたと申し立てていることから、

申立人は、加入手続及び申立期間の保険料納付に直接関与しておらず、これら

を行ったとする父親も既に亡くなっているため、当時の具体的な納付状況等は

不明である。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、申立人が

結婚した約 20年後の平成４年 12月ごろに払い出されていることが、申立人の

第３号被保険者に係るオンライン記録等から確認できるとともに、申立人に係

る手帳記号番号前後の被保険者の加入時期ともおおむね符合することから、こ

のころに申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと推定される。した

がって、この時点において、申立期間の保険料は、時効により納付することが

できなかったものと考えられる。 

   また、申立人の父親が、申立てどおり、申立人が会社を退職した直後に申立

人に係る国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付するためには、



当時居住していたＡ市Ｂ区において別の国民年金手帳記号番号の払出しが必

要であるところ、同区を管轄するＤ社会保険事務所(当時)の国民年金手帳記号

番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

かった。 

   さらに、申立期間当時に同居していたとする申立人の母親及び当時大学生で

あったとする申立人の二人の弟についてみると、いずれも申立期間当時は任意

加入被保険者の未加入期間である上、申立人の父親が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかっ

た。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3879 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年９月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年９月から 52年３月まで 

    私は、結婚のため、それまで勤めていた会社を昭和 46 年９月に退職した

が、夫が自営業であったため、国民年金に加入しなければならないと思い、

同年９月又は同年 10月ごろに加入したと思う。 

    国民年金に加入した以上は、保険料を納付しているはずであり、当時、夫

は既に国民年金に加入し、申立期間は夫が納付済みであるのに、私の納付記

録が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 46年９月又は同年 10月ごろに国民年金に加

入したと思うと申し立てているが、だれが加入手続を行ったのかよく覚えてい

ないと陳述するなど、加入手続に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

そこで、申立人に係る国民年金の加入時期を調査すると、申立人の国民年金

手帳記号番号前後の任意加入被保険者の資格取得日等から、昭和 52 年４月ご

ろに加入手続が行われたものと推定され、この時点において、申立期間のうち、

49年 12月以前の保険料は、時効により納付することができなかったものと考

えられる上、50年１月から 51年３月までの過年度保険料及び同年４月から 52

年３月までの現年度保険料は、さかのぼって納付が可能であるが、申立人は、

会社を退職後すぐに国民年金に加入し、保険料を納付していたと思うので、過

去の保険料をさかのぼって納付した記憶は無いと陳述している。 

   また、申立人が、申立てどおり、会社を退職した昭和 46年９月又は同年 10

月ごろに国民年金に加入し、申立期間の保険料を遅滞無く納付するためには、

別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る国民

年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、旧姓を含む各種の氏名検索を



行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらなかった。 

   さらに、申立人は、申立期間は申立人の夫が納付済みとなっているので、申

立人の保険料も納付しているはずであると申し立てているが、当時の夫に係る

保険料の納付方法等について詳しく事情を聴取したところ、当時、Ａ職として

Ｂ事業所に従事し、そこでは厚生年金保険の適用が無かったので、国民年金保

険料を給料から控除されて納付してくれていたように思うと陳述している上、

夫の所持する昭和 45年５月 15日発行の国民年金手帳を見ると、申立期間中の

50 年９月 18 日まで当該事業所の住所のままであり、昭和 45 年度以降の保険

料が納付済みであることが確認できることから、その陳述内容を裏付けるもの

となっている。したがって、少なくとも当該事業所の住所であった期間の夫の

保険料については、申立人に係る保険料の納付との関連は無かったものと考え

られる。 

   加えて、申立期間は５年７か月に及び、このような長期間にわたり、納付記

録が毎回連続して欠落することは考え難い上、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなか

った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3880 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年２月及び同年３月 

    私は、昭和 56 年１月末に会社を退職し、翌月の同年２月にその会社の仲

間とＡ娯楽に行くことになった。私にとっては初めてのＡ娯楽でけがが怖い

と思ったので、事前にＢ市Ｃ区役所に出向いて国民健康保険に加入した。 

その時、一緒に国民年金の加入手続も行い、窓口で申立期間の国民年金保

険料を納付したのに、納付記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した翌月の昭和 56年２月にＢ市Ｃ区役所に出向いて、

国民健康保険と一緒に国民年金の加入手続を行い、窓口で申立期間の国民年金

保険料を納付したと申し立てているところ、当時、申立人の妻が厚生年金保険

に加入していたことから、申立人は国民年金の任意加入対象者であり、加入申

出を行った日から国民年金の任意加入被保険者の資格を取得するものとされ

ている。 

そこで、申立人に係るオンライン記録をみると、昭和 56 年２月１日に厚生

年金保険の資格を喪失後、同年４月 15 日に国民年金の任意加入被保険者の資

格を取得していることが確認できる上、申立人の特殊台帳には、同日付けで前

住所地であったＤ県Ｅ市からＣ区に住所変更が行われていることが記録され

ていることなどを踏まえると、これらの記録自体に特段不合理な点はうかがえ

ないことから、申立人は、会社を退職後、この日に初めて国民年金の加入申出

を行ったものとみるのが自然である。したがって、申立期間は、記録上、国民

年金の任意加入期間における未加入期間であり、保険料を納付することができ

なかったものと考えられる。 

   また、申立人が、申立てどおり、会社を退職した翌月の昭和 56 年２月にＣ



区役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付するためには、

別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、同区を管轄するＦ社

会保険事務所(当時)の国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各

種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3881 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年１月から同年９月までの期間及び 59 年１月から 60 年２

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和57年１月から同年９月まで 

             ② 昭和59年１月から60年２月まで 

    国民年金に加入した時のことは全く覚えていないが、申立期間の保険料に

ついては、区役所の窓口又は納付書で納付したように記憶しているので、未

納と記録されているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は平

成２年 11 月８日にＡ市で払い出されており、この手帳記号番号払出時点にお

いては、申立期間の国民年金保険料は制度上納付することができない。 

また、Ａ市保管の国民年金被保険者名簿を見ると、申立人は、平成２年 10

月31日付けで昭和57年１月１日にさかのぼって国民年金被保険者資格を取得

していることが確認できる上、申立期間の国民年金保険料については、未納と

記録されている。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料の納付を行ったとする事情を酌

み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 11 月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月から 54年３月まで 

    昭和 48年 11月ごろ、国民年金に加入するのが義務と考え、夫と二人で手

続をした。 

申立期間の夫婦二人分の保険料は、結婚して間もない時期で、まとめて支

払うことはできなかったため、役所から送付された納付書を持って、公共料

金と一緒に、毎月銀行で納付していたと記憶している。 

申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48年 11月ごろに、夫と一緒に国民年金の加入手続を行い、

申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料については、毎月銀行で納付していた

と申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は昭和 54 年 11月 10 日に夫婦連番で払い出されており、この手帳記号番

号払出時点においては、申立期間のうち、48 年 11月から 51年 12月までの国

民年金保険料は、制度上納付することができず、また、52年１月から 54年３

月までの保険料は過年度保険料となるが、申立人は過年度納付した記憶は無い

と陳述している。 

また、申立人が所持している年金手帳は、昭和 49年 11月以降に使用された

３制度共通のもののみであり、ほかの年金手帳を交付された記憶は無いともし

ている。 

さらに、申立期間の国民年金保険料については、申立人の夫も未納となって

いる。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手



帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

このほか、申立期間は 65 か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国

民年金保険料収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え

難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3883 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 60年４月及び同年５月 

        昭和 60 年３月末に会社を退職後、次の会社に就職するまでの同年４月か

ら約２か月間は、Ａ社でアルバイトをしていた。 

昭和 60 年４月初め又は中ごろに、社会保険事務所（当時）の窓口で、健

康保険の任意継続手続を行った際に、担当職員から国民年金の加入勧奨を受

けて、同日に、隣接しているＢ市Ｃ区役所の年金担当窓口で、加入手続を行

ったと思う。 

加入手続後、区役所から納付書が送られて来て、昭和 60 年４月末及び同

年５月末ごろに、同区役所で申立期間の保険料を納付したと思う。その時の

保険料は、月額 8,400円ぐらいであったと記憶している。 

申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60年４月ごろに、Ｂ市Ｃ区役所で国民年金の加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料については、同年４月末及び同年５月末ごろに

同区役所で１か月ずつ納付したと申し立てている。 

しかし、オンラインの年金加入記録及び申立人が所持する年金手帳を見ると、

申立人は、平成２年６月１日に初めて国民年金第１号被保険者資格を取得して

おり、申立期間は国民年金の未加入期間となっており、また、申立人の国民年

金手帳記号番号は、前後の手帳記号番号からみて、Ｄ県Ｅ市において同年６月

ごろに払い出されていると推認され、この手帳記号番号払出時点においては、

申立期間の国民年金保険料は制度上納付することができない。 

また、Ｂ市Ｃ区保存の国民年金被保険者名簿を確認したが、申立人に係る被

保険者名簿は無かった。 



さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、月額 8,400円ぐら

いであったとしているが、当時の保険料は月額 6,740円であり、金額が一致し

ない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

このほか、申立人から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取

ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案3884                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和52年８月及び同年９月の国民年金保険料については、還付され

ていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和52年８月及び同年９月 

  息子の入院を契機に、昭和48年３月ごろ、妻と一緒に国民年金と国民健康

保険に加入し、保険料も一緒に夫婦二人分を納付してきた。 

申立期間については、ちょうど厚生年金保険に加入する境目の時期である

が、申立期間を含む昭和52年７月から同年９月までの国民年金保険料の領収

書を所持している。 

しかし、申立期間の保険料について、還付された記憶も無いのに還付され

たことにされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について還付された記憶が無いと申し

立てている。 

しかし、特殊台帳を見ると、昭和52年12月13日に申立期間の国民年金保険料

4,400円が還付されている事跡が確認できる。 

このことは、申立人が、昭和52年８月１日に厚生年金保険被保険者資格を取

得したことに伴い、同日付けで国民年金被保険者資格を喪失したことにより、

厚生年金保険被保険者期間と重複した国民年金保険料納付済期間の保険料が

還付されたものと推認され、還付事由及び還付手続に不自然さは認められない。 

また、特殊台帳を見ると、申立人の妻も、昭和52年12月13日に申立人と同様

に国民年金被保険者資格の喪失に伴い、申立人と同額の国民年金保険料が還付

されている事跡が確認できる上、同人に係るＡ市Ｂ区保存の国民年金被保険者

名簿を見ると、同年12月３日に国民年金被保険者資格の喪失手続が行われた旨

の事跡も確認できる。 

これらのことから、昭和52年12月３日に申立人の妻が、Ｂ区役所において、



申立人が同年８月から厚生年金保険に加入した旨を申告したことにより、夫婦

二人分の国民年金保険料還付手続が行われたものと推測できる。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、還付された記憶が

無いと主張するのみで、還付に係る事務処理が適正になされなかったこと、及

び還付記録の内容を疑わせる周辺事情等も見当たらないことから、申立人は、

当該期間に係る還付金を受け取ったものと考えるのが相当である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立期間の国民年金保険料を還

付されていないものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年１月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から 55年３月まで 

    昭和 50年１月に結婚する際、母から国民年金に加入するように言われ、

自分自身でＡ区役所Ｂ出張所で加入手続を行い、国民年金保険料については、

後日送付されてきた白い納付書に現金を添えて同出張所で納付した。 

その納付書は、横にしたはがきよりも少し長めで、1年分を４回に区切っ

てあり、保険料を納付すると領収印を押してくれたと思う。 

    私が国民年金加入手続を行った同時期に義姉も加入手続を行っているは

ずであるところ、義姉の加入時期の記録は昭和 50年３月となっている。 

    申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚した昭和 50 年１月に国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料については、納付書により区役所で納付したと申し立ててい

る。 

 しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 55 年 10月 11 日に夫婦連番で払い出されており、この手帳記号

番号払出時点において、申立期間のうち、50 年１月から 52 年 12 月までの国

民年金保険料は、制度上納付することはできず、また、53年１月から 55年３

月までの保険料は過年度保険料となり、区役所で納付することはできない。 

   また、申立期間の国民年金保険料が納付可能な別の国民年金手帳記号番号の

払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別読み検

索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情等も見当たらなかった。 

   さらに、申立人所持の年金手帳の国民年金資格欄を見ると、昭和 50 年１月



26 日に国民年金被保険者資格を任意加入で取得していることが記載されてい

るものの、仮に、申立人がこの任意加入時に払い出された国民年金手帳記号番

号により、申立期間の国民年金保険料を継続して納付していたとした場合、既

に年金手帳記号番号を有しているにもかかわらず、55 年 10 月 11 日に新たな

手帳記号番号の払出しを受けたことになり不自然さが否めない一方、年金手帳

の住所欄を見ると、54 年から居住していたとするＣ県Ｄ市の住所が記載され

ていないことからも、年金手帳記載の資格取得日は、55 年 10 月 11 日の年金

手帳発行時点において、申立人の申告に基づき、さかのぼって記載されたもの

と考えるのが相当である。 

   加えて、申立期間は 63 か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国民

年金保険料収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え難

い。 

   このほか、申立人から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取

ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大阪厚生年金 事案 5459 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年５月 10日から 34 年 12月３日まで 

    私は、昭和 32 年に中学校を卒業後、集団就職でＡ社Ｂ工場に入社した。

入社２年目ごろに体調を崩して入院し、そのまま同社を退職した。 

オンライン記録によれば、Ａ社Ｂ工場における厚生年金保険加入期間につ

いて、昭和 35 年２月３日に脱退手当金を受給したことになっているが、手

続を行ったことも受給した記憶も無い。 

    脱退手当金を受給していないので、厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社Ｂ工場を退職した際、脱退手当金を請求した記憶は無く、受

給していないとしている。 

    オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資格

の喪失日から２か月後の昭和 35 年２月３日に支給決定されていることが確認

できる。 

そこで、Ａ社Ｂ工場の厚生年金保険被保険者名簿で申立人が記載されている

ページとその前後計６ページ（80 人）に記載された女性のうち、申立人と同

一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した 20 人につい

て、脱退手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含め 19 人に脱退手当

金の支給記録があり、その全員が資格喪失後から約４か月以内に支給決定され

ている上、同一支給日の受給者も散見できるほか、当時は通算年金制度創設前

であったことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による

代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事



務処理に不自然さはうかがえないほか、申立人から聴取しても受給した記憶が

無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

  これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5460 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年３月 24日から 32 年３月７日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所（当時）に照会申出書を

提出したところ、Ａ社Ｂ工場における被保険者期間について、脱退手当金支

給済みとの回答を受けた。 

脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金はＡ社Ｂ工場における厚生年

金保険被保険者資格の喪失日から約１か月後の昭和 32 年４月９日に支給決定

されていることが確認できる。 

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、脱退手当金を支給し

たことを示す表示が記されているほか、給付記録欄には支給金額、資格期間及

び支給年月日等が記載されており、その内容はオンライン記録と一致している

上、申立人の脱退手当金支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金

の請求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給し

た旨の「脱」表示をすることとされており、申立人が所持している厚生年金保

険被保険者証には、当該表示が確認できる上、当時は、通算年金制度創設前で

あり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間がなければ年金は受給できなか

ったことを踏まえると、申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求された



ものとは認め難い。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 11月１日から同年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に入社した月である平成３年 11 月の加入記録が無いとの回答があった。

申立期間の給与明細書からは厚生年金保険料が控除されているので、申立期

間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及びＡ社の労働者名簿から、申立人が申立期間から同社に勤

務していたことが認められる。 

   また、Ａ社提出の申立人に係る平成３年 11 月分の給与支給明細書（控）か

ら、厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

   しかし、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは平成３年 12月１日であり、申立期間は適用事業所ではない。 

   また、Ａ社が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認及び標準報酬決定通知書を見ると、申立人の資格取得日は同社が適用事業

所となった平成３年 12 月１日である旨の通知を、社会保険事務所が同社に対

し、同年 12月 24日付けで行っていることが確認できる。 

   さらに、平成３年 12 月分の給与支給明細書（控）においては、厚生年金保

険料が控除されていない。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社は、申立人の平成３年 11 月分の給与か

ら厚生年金保険料を当月控除したものの、同社の厚生年金保険新規適用日及び

申立人の資格取得日が同年 12月１日となったことから、同年 12月分の給与か

らは保険料を控除せず、既に同年 11 月分の給与から控除していた保険料を、

同年 12月の保険料に充当したと考えることが相当である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5462 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 29年 10月 30日から 40年７月１日まで 

  夫の厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所(当時)に照会した

ところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を

もらった。申立期間も継続して同社に勤務していたことは間違いないので、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び複数の元従業員の陳述から判断して、申立人が申立期間

に、Ｃ職としてＡ社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間及

びその前後の期間に被保険者記録の有る元従業員 15 人に照会したところ、そ

のうち申立人と同じＣ職であったと回答した者７人は、申立人同様に申立期間

の被保険者記録が無い。 

   また、申立期間当時に社会保険事務を担当していた者が、「現場の従業員は、

月給制のＢ職と日給制のＣ職とに分かれていた。申立期間については、Ｃ職は

厚生年金保険に加入させていなかった」と陳述しているところ、Ｃ職であった

とする複数の元従業員も、｢申立期間は、Ｃ職は厚生年金保険に加入していな

かった｣と同様の陳述をしている。 

   さらに、前述 15 人のうち、申立期間に被保険者記録の有る６人について、

複数の元従業員は、役員又は事務職等の正社員であったとしている。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間当時、Ａ社では、必ずしもＣ職を厚

生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 



   また、Ａ社は、当時の賃金台帳等を保存しておらず、申立期間当時の事業主

の記憶は曖昧
あいまい

であることから、申立人の申立期間における保険料控除は確認で

きず、このほかに当該控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情も無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5463  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年４月１日から同年 10月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答があった。同

社には昭和 22 年４月１日から勤務したので、申立期間について厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の陳述から、時期は特定できないものの、申立人が資格取得

日以前から同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が厚

生年金保険の適用事業所となったのは、申立人が同社で被保険者資格を取得し

た日と同一日の昭和 22年 10月１日であり、申立期間は適用事業所ではない。 

また、申立人が記憶する上司及び同僚も、申立人と同様に、事業所の新規適

用日である昭和 22年 10月１日に被保険者資格を取得している。 

さらに、申立期間当時に社会保険事務を担当していたとする元従業員は、「自

分自身の厚生年金保険被保険者証を保存しているが、資格取得日は昭和 22 年

10月１日と記載されている。会社が社会保険に加入したのがこの日であれば、

そのときに一斉に皆に健康保険証を渡したであろうし、それ以前から厚生年金

保険料を控除していたようなことは無かったはずである」と陳述している。 

加えて、Ａ社は、昭和 25 年４月６日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、商業登記簿は保存されておらず、申立人等が記憶する事業主及び

役員は死亡又は連絡先不明であり、申立人の申立期間当時の勤務実態及び保険

料控除についての確認はできない。 

このほか、申立期間に係る保険料控除については、申立人に明確な記憶が無

く、これを確認できる関連資料や周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5464 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年５月４日から同年 12月 31 日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を

もらった。同社には、申立期間も勤務していたので、厚生年金保険被保険者

であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社の元従業員から提出された、昭和 54年６月 11日付けの「Ｂ労

働組合『臨時大会』」によると、報告事項の記述中に同年４月 30日から同年６

月４日までの退職者として申立人の名前が確認できる。 

また、元従業員が保管していた当該事業所に係る「54年６月 28日付未払賃

金明細書」、「11月分賃金台帳」、「退職金 54.９.20」及び「退職金 54.11.20」

の各資料には申立人の氏名は確認できない上、申立人に係る雇用保険の記録を

みると、申立人の離職日は昭和 54 年５月３日と記録されていることが確認で

きる。 

さらに、Ｃ市役所の申立人に係る国民健康保険の記録から、申立人は昭和

54 年５月４日に国民健康保険被保険者資格を取得しており、申立人は、申立

期間に国民健康保険被保険者であったことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5465 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年 10月１日から 13年８月１日まで 

             ② 平成 15年 11月１日から 16年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

    申立期間①については、Ａ社のＢ職としてＣ社で、申立期間②について

は、Ｄ社のＢ職としてＥ社で、それぞれＦ職種に関するＧ業務を行ってい

た。 

    いずれの申立期間についても、給与から厚生年金保険料が控除されてい

たので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社のＢ職としてＣ社の営業所に勤務

し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の人事記録及び賃金台帳等の資料を保管し

ておらず、業務従事先であったＣ社も、「申立期間当時、Ａ社との間に契約

が有ったかどうか確認できない」としていることから、申立期間における申

立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除は確認できない。 

また、申立人は、申立期間当時の同僚の氏名を記憶しておらず、オンライ

ン記録において申立期間にＡ社で厚生年金保険の加入記録が有る 17 人に照

会したが、申立人を記憶している者はいない。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時、社会保険に加入する意思が有るＢ職に

は、入社時に『Ｈカード』を配布し、当該カードに必要事項を記入して提出

した者について、社会保険の加入手続を行っていた」としているところ、申

立人は、当該カードを同社に提出した記憶は無いとしている。 



加えて、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録は確認できず、これにつ

いて、同社は、「申立期間当時、社会保険と雇用保険はセットで加入手続を

行っており、雇用保険に加入していなければ厚生年金保険にも加入していな

いはずである」としているところ、オンライン記録において、平成 12 年 10

月１日に同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得している複数の者には

雇用保険の加入記録が確認でき、当該被保険者期間は厚生年金保険の被保険

者期間と一致している。 

申立期間②については、Ｄ社の賃金台帳の記録から、申立人は、申立期間

のうち、平成 15年 11月４日から 16年３月 31日までについて、同社のＢ職

として勤務していたことが確認できる。 

しかし、当該賃金台帳を見ると、上記の期間において申立人の給与から厚

生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、Ｄ社は、「申立期間当時、Ｂ職にあらかじめ書類を渡し、社会保険

に加入する意思が有る者は、当該書類に必要事項を記載の上、提出してもら

うことにしており、当該書類を提出した者のみ社会保険に加入させていた。

当該書類の提出が有れば、その記録が残っているはずだが、申立人に係る記

録は残されていない」としているところ、申立人は、当該書類を同社に提出

した記憶は無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主によ

る控除については、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関

連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成５年７月２日から同年 12月１日まで 

私は、Ａ社に平成５年７月２日に入社したが、同社での厚生年金保険の資

格取得日は同年 12月１日となっている。同社は事務過誤により資格取得日

を誤って届け出たとしており、また、保険料の納付勧奨にも応じるとしてい

るので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の人事記録、賃金台帳兼所得税源泉徴収累計簿、入社通知、辞令及

び身分証明書の記載内容により、申立人は、申立期間も同社に勤務していたこ

とが確認できる。 

しかしながら、Ａ社提出の健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び

標準報酬決定通知書をみると、申立人の資格取得日は平成５年 12 月１日であ

ることが確認できる。 

また、Ａ社提出の賃金台帳兼所得税源泉徴収累計簿によると、申立人の給与

から申立期間に係る厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

さらに、申立期間当時におけるＡ社の社会保険事務担当者からは、「申立人

を厚生年金保険へ加入させるのが遅れたため、申立人の給与から申立期間の厚

生年金保険料を控除していなかった」旨の陳述も得られた。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行っても、申立人の申立期間における被保険者記録は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5467   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 20日から同年 10月１日まで 

    私がＡ社に就職した昭和 30年当時は就職難の時期だったので、当初、Ｂ

社に就職したが、同社での勤務期間中にＡ社の面接を受け採用されたので、

同年５月 20日から勤務し始め、その後にＢ社を退職したと記憶している。

申立期間はＡ社に間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 30年５月 20日からＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、申立人がＡ社での同僚として名前を挙げた者及び同社に係る

厚生年金保険被保険者名簿から複数の同僚を抽出し照会を行ったものの、申立

人の入社日及び在籍期間について具体的に記憶している同僚は見当たらない

ことから、申立人の申立期間における在職を確認することはできなかった。 

一方、オンライン記録によると、昭和 30年２月 21日にＡ社に入社したと陳

述している同僚の厚生年金保険の資格取得日は同年４月１日となっているこ

とが確認できるほか、ほかの複数の同僚からも、「入社日と資格取得日が一致

していないように思う」旨の陳述が得られたことなどから判断すると、同社で

は必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていた訳ではなかったこと

がうかがわれる。 

また、当時の事業主及び社会保険事務担当者は既に亡くなっているため、申

立人の保険料控除について確認することはできないほか、上記の同僚からも申

立人の申立期間における厚生年金保険への加入について具体的な陳述を得る

ことはできなかった。 

さらに、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿を見ると、Ａ社における



申立人の資格取得日は、昭和 30年 10月１日として払い出されていることが確

認できるほか、上記被保険者名簿を見ても、健康保険整理番号に欠番は見当た

らず、記録に不自然な点もうかがえない。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 
このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5468  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年５月５日ごろから 33年７月１日 

    社会保険事務所（当時）で私の年金の加入記録を確認したところ、Ａ社に

おける厚生年金保険加入期間は１か月となっていた。 

Ａ社では１年以上勤務していたと記憶しているので、申立期間を厚生年金

保険の加入期間として認めてほしい。なお、私が入社して半年ぐらい経った

時に、同社の所在地が移転したことを覚えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に入社して半年後ぐらいに同社の所在地が移転したと申し立

てているところ、同社提出のＢ事業に係る認可状を見ると、申立期間中に同社

の所在地が移転していることが確認できることから、期間は特定できないもの

の、申立人は、申立期間当時、同社に勤務していたことが推認される。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人が申立期間当時の同僚とし

て名前を挙げた複数の者は、申立人と同様に申立期間において厚生年金保険に

加入していないことが確認できる。 

また、Ａ社の現在の事務担当者は、「当時、当社は負債を抱えていたため、

従業員を個人事業主のようにして勤務させていたことがある。また、会社の商

号変更及び移転問題などで社内が混乱していたので、勤務していた期間でも厚

生年金保険に加入させなかった可能性もある」と回答しているほか、当該事務

担当者自身も昭和 29 年４月１日に入社したと陳述している一方、同社での厚

生年金保険の資格取得日は 33 年８月９日となっていることなどから判断する

と、同社では、当時、必ずしも勤務していたすべての期間を厚生年金保険に加

入させていた訳ではなかったことがうかがわれる。 

さらに、Ａ社は、「当時の資料が無く、申立人の保険料控除については不明」



と回答している上、当時の事業主は既に亡くなっており、申立人の申立期間に

おける保険料控除について確認することはできないほか、同僚からも申立人の

申立期間における厚生年金保険への加入について具体的な陳述を得ることは

できなかった。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することができ

ない。 

このほか、申立人は、申立期間に係る保険料控除についての明確な記憶が無

いほか、申立期間について厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5469（事案 2444の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 37年３月４日から 39年５月４日まで 

             ② 昭和 40年 11月から 41 年 12月まで 

              ③ 昭和 42年１月から 43年 11月まで 

             ④ 昭和 45年９月から 46年１月１日まで 

             ⑤ 昭和 47年７月１日から 48年３月まで 

⑥ 昭和 37年から 47年までの期間のうち、１年ぐら

いの期間 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間①、④及び⑤の加入記録が無いと回答を受けた。 

そこで、これらの期間について年金記録訂正の申立てを行ったが、申立て

に係る事業所における勤務が確認できない等として、申立ては認められなか

った。 

しかし、私が作成した職歴書に記載のとおり、申立期間①はＡ社のＢ事業

所で、申立期間④はＣ社で、申立期間⑤はＧ社で、それぞれ勤務していたこ

とは間違いないので、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

また、今回新たに申し立てる申立期間については、申立期間②はＣ社で、

申立期間③はＤ社で、申立期間⑥はＥ社でそれぞれ勤務し、厚生年金保険料

を控除されていたので、当該期間についても、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、Ａ社Ｂ事業所での勤務が確認できない

等として、申立期間④に係る申立てについては、Ｃ社が保管する厚生年金保険



被保険者資格喪失確認通知書により、社会保険事務所の記録どおりの届出が事

業主から行われたことが確認できる等として、また、申立期間⑤については、

雇用保険の記録が厚生年金保険の記録と一致しているほか、申立人は申立期間

の国民年金保険料を納付している等として、既に当委員会の決定に基づく平成

20 年 10 月 31 日付けの年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

今回、申立人は、自身が作成した職歴書等の資料を提出して、申立期間に申

立ての事業所に勤務していたことは間違いないと主張しているが、これらの資

料では保険料控除等を推認することはできず、その他に当委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申立期間①、④

及び⑤に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

申立期間②について、申立人は、Ｃ社で勤務し、厚生年金保険に加入してい

たと申し立てている。 

しかし、Ｃ社は、同社が作成し保管する厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間に申立人の記録が無いことから、申立人から申立期間の保険料は控除

していないとしている。 

また、申立人が申立期間に一緒に仕事をしていたと記憶している同僚６人は、

いずれも、Ｃ社において申立期間の被保険者記録は無く、このうち２人は、同

社とは異なる事業所での被保険者記録が確認できる。 

さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

の健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

申立期間③について、申立人は、Ｄ社で勤務し、厚生年金保険に加入してい

たと申し立てている。 

しかし、申立人及び同僚の陳述から、申立人は、同僚らと共にグループでＤ

社から仕事を請け負っていたものと認められ、同事業所との雇用関係は無かっ

たと考えられる。 

また、申立人が一緒に仕事をしていたと記憶している５人の同僚のうち、グ

ループのリーダーであったとする申立人の兄は、Ｄ社で被保険者記録が有るが、

ほかの４人は、同事業所で被保険者となった記録が無い。 

さらに、Ｄ社は、当時の関連資料を保存していないため、申立期間における

申立人の保険料控除等は確認できない。 

加えて、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

の健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

申立期間⑥について、申立人は、Ｅ社（現在は、Ｆ社）で勤務し、厚生年金

保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録において、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは平成８年２月１日であり、申立期間は適用事業所ではない。 



また、Ｆ社では、申立人及び申立人の兄について、「当社の従業員ではなく、

請負人であった」とし、「申立期間は事業所自体が厚生年金保険に加入してお

らず、申立人から厚生年金保険料は徴収していない」としている。 

このほか、申立人が、申立期間②、③及び⑥において、厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間②、③及び⑥に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年３月 30日から 33年１月６日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間も継続して同社に勤務していたので、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時も継続してＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録をみると、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年

６月 29日から 33年１月６日までについて、申立てとは異なる事業所であるＢ

社における被保険者記録が有ることが確認できる。 

また、Ａ社の業務を受け継ぐＣ社は、申立期間当時の関連資料を保存してお

らず、当時の事業主は連絡先不明で、当時の総務担当者は死亡しているため、

これらの者から申立期間における申立人の勤務実態及び保険料控除の状況は

確認できない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に

被保険者記録の有る元従業員に照会したが、申立人の申立期間における勤務実

態等を確認できる陳述は得られなかった。 

加えて、当該被保険者名簿を見ると、申立人の記録の備考欄に、申立期間に

係る昭和 32年３月 29日の資格の喪失に伴い、申立人の健康保険証が社会保険

事務所に返還されたことを示す「返」の記載が確認でき、同名簿の記載内容に

不自然な点はうかがえない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除を確認できる関連



資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月 25日から 54年８月２日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間の標準報酬月額が15万円になっているとの回答を受けた。 

Ａ社ではＢ業務を行っていたが、基本給と歩合給を合わせて毎月 80 万円

から 100 万円の給与を支給され、毎月 10 万円ぐらいの厚生年金保険料を控

除されていた。 

申立期間について、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、基本給と歩合給を合わせて月額 80 万円から 100

万円の給与を支給され、毎月 10 万円ぐらいの保険料が給与から控除されてい

たと申し立てている。 

しかし、Ａ社の元役員は、申立期間当時、申立人と同職種であるＢ業務従事

者の基本給は 15 万円程度であり、標準報酬月額については、歩合給を含めず

基本給のみを対象として社会保険事務所に届け出ていたと陳述しており、元事

務員及び元従業員も同じ内容の陳述をしている。 

また、Ａ社において、昭和 53 年 10 月に資格を取得した者 26 人（申立人を

含む）の資格取得時の標準報酬月額をみると、申立人と同額の 15 万円が 17

人、14 万 2,000 円が８人、20 万円が１人であり、申立人の申立期間における

標準報酬月額の記録は、ほかの従業員と比較して、不自然なものとは考えられ

ない。 

さらに、元役員及び元上司は「申立期間当時、毎月 80 万円から 100 万円を

稼ぐ者はいなかった」と陳述しており、ほかに従業員２人も同じ内容の陳述を



している。 

加えて、前述の被保険者名簿の記録に遡及
そきゅう

訂正等の不合理な処理は見当たら

ない。 

また、Ａ社は昭和 61年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

当時の事業主は死亡していることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険

料控除の状況を確認することはできない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年４月から 31年秋まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

昭和 29年４月ごろにＡ社に入社し、31年秋に結婚のため退社するまで同

社に勤務した。社名は途中からＢ社に変わったが、継続して勤務した。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時にＡ社のＣ業務を受託していた事業所の元従業員の陳述から

判断して、時期は特定できないものの、申立人がＡ社及びＢ社に勤務していた

ことが推認できる。    

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録によれば、同

社は、昭和 30 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間のうち、同日以降は適用事業所ではない。 

また、Ｂ社は、オンライン記録において、適用事業所としての記録は無い。 

さらに、Ａ社の元事業主等の連絡先は不明であり、申立期間における申立人

の厚生年金保険料控除等の状況は確認できない。 

加えて、前述の被保険者名簿をみると、Ａ社では、昭和 29年 11月１日以降

に被保険者資格を取得している者はおらず、また、申立人及び同僚が、同年か

ら 30 年当時、会社の経営状態は良くなかったと陳述していること等から、申

立人の被保険者資格取得届が社会保険事務所に提出されなかった可能性も否

定できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年 12月 11日から 35 年 10 月 10日まで 

                          ② 昭和 36年２月１日から 37年１月 14日まで 

             ③ 昭和 37年２月１日から 38年９月８日まで 

             ④ 昭和 38年 10月５日から 39年８月１日まで 

             ⑤ 昭和 39年 11月 16日から 40年１月 31日まで 

平成 14年に 60歳の年金受給手続の際に、脱退手当金支給済みのことを知

った。 

当時、納得できなかったため数度、社会保険事務所（当時）に来訪したと

ころ、脱退手当金の支給対象とされている会社名が変わったこともあり、余

計に不信感を持ち、今回の申立てに至った。 

脱退手当金は受け取っていないので、調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

しかし、申立人に係る脱退手当金裁定請求書によると、昭和 40 年９月 13

日にＡ社会保険事務所(当時)に提出されていることが確認できるとともに、同

請求書の｢最後に被保険者として使用された事業所｣欄には、Ｂ社のゴム印が押

されており、支給記録のあるほかの２名についても同様にゴム印が押されてい

ることを踏まえると、申立人の委任に基づき事業主による代理請求がなされた

可能性が高いものと考えられる。 

また、上記請求書を見ると、申立期間の脱退手当金の送金先が申立人の住所

地に近接する金融機関となっていることが確認でき、申立期間の脱退手当金は

計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 5474 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年４月から 32年１月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ａ社に勤務してい

たので、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が卒業した高等学校が保管する記録及び複数の同僚の陳述から判断

して、期間は特定できないものの、申立人が昭和 31 年４月からＡ社に勤務し

たことが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に

被保険者記録の有る同僚４人は、「申立期間当時、Ａ社では試用期間が有った」

と陳述しているところ、当該４人について、自身が記憶する入社時期と被保険

者資格の取得日を比較すると、いずれも、入社時期から３か月から 15 か月後

に厚生年金保険に加入していることが確認できる。また、前述の被保険者名簿

を見ると、申立人が同期入社であると記憶している２人の同僚は、申立期間の

始期である昭和 31 年４月ではなく、同年 10月又は同年 12 月に資格を取得し

ていることから、申立期間当時、同社では、採用後すぐには従業員を厚生年金

保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社の事業を承継するＢ社は、申立期間当時の資料を保存していな

いため、同社から申立期間における申立人の勤務実態及び保険料控除の状況は

確認できない。 

加えて、前述の被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 



このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5475 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年 10月１日から９年３月 26日まで 

② 平成９年 11月１日から 15年 12月 31日まで 

私は、代表取締役をしていたＡ社における申立期間①の標準報酬月額が９

万 8,000円に引き下げられている。 

当時、月に 100万円程度の報酬を得ており、標準報酬月額を引き下げる手

続を行った覚えも無いので、申立期間に係る標準報酬月額を実際の報酬額に

見合った額に訂正してほしい。 

また、代表取締役をしていたＢ社における申立期間②の標準報酬月額が９

万 8,000円となっており、納得できない。 

当時は、月に 100万円程度の報酬を得ていたので、申立期間に係る標準報

酬月額を実際の報酬額に見合った額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンラインの記録によると、申立人のＡ社の申立期間

における標準報酬月額は、当初、59 万円と記録されていたところ、申立人が

同社において、資格を喪失した日（平成９年３月 26日）から 19か月後の平成

10年 10 月 12日付けで、８年 10月１日にさかのぼって９万 8,000円に引き下

げられていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿及び申立人の陳述から、申立人は、申

立期間においては同社の代表取締役、遡及
そきゅう

訂正日においては同社の取締役にな

っていることが確認できる。 

また、申立人は、「保険料を滞納していたのは知っていた。保険料納付に対

して小切手も発行したが、標準報酬月額を引き下げるとは聞いていない」と陳

述しているところ、Ａ社に係る不納欠損決議書及び滞納処分票によると、申立



人は、同社の代表者として平成８年 10月 24 日から同社が適用事業所でなくな

った日（平成 16 年７月 29 日）の後の 16 年 11 月 15 日までの間、社会保険事

務所（当時）と滞納処理について度々交渉し、同社に係る滞納保険料収納の小

切手（振出人は申立人）の発行及び差換えが繰り返されており、申立人が主体

となっていることが確認できる。これらの事情を踏まえると、申立人が自らの

標準報酬月額の遡及訂正の事実を知らずに滞納金の処理について、交渉を進め

ていたことは考え難く、遡及訂正の事実について承知していたものと考えるの

が自然である。 

さらに、オンラインの記録によると、申立人以外に、申立期間当時のＡ社の

取締役５人が申立人と同時期に標準報酬月額の遡及減額訂正が行われている

のが確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任

を負っている代表取締役として、また、取締役として自らの標準報酬月額の減

額処理に関与しながら、その処理が有効なものではないと主張することは信義

則上許されず、申立人の申立期間のうち、平成８年 10月１日から９年３月 26

日までにおける標準報酬月額の記録を訂正する必要は認められない。 

申立期間②について、オンラインの記録によると、申立人のＢ社の申立期間

における標準報酬月額は、申立期間①のように標準報酬月額をさかのぼって減

額訂正された形跡は見当たらず、月額変更届により当初から９万 8,000円で届

け出られていたことが確認できる。 

また、Ｂ社の取締役のうち一人は、「長期間にわたって給料の遅配が繰り返

された後、退職前の１年ぐらいは無給だった。その給料は結局支払われなかっ

た」と陳述している。 

さらに、Ｂ社に係る滞納処分票により、平成 16 年 11 月 15 日に特別支給の

老齢厚生年金の裁定請求を行っているのが確認できるほか、その際、年金支給

の始期に合わせ過去の未納保険料の支払方法について社会保険事務所と話し

合っていることも確認できることから、申立人が自らの標準報酬月額について

承知していたものと考えるのが自然である。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下、「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申



立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の

対象とすることはできない旨規定されている。 

仮に、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることができたとして

も、申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険

料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認めら

れる場合」に該当すると認められることから、平成９年 11 月１日から 15 年

12月 31日までについては、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 5476  
 
第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 29年７月 17日から 30 年３月 26日まで 

私は、昭和 28年４月から 52年３月までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務して

いたが、社会保険庁（当時）の記録では、申立期間が厚生年金保険未加入期

間になっている。 

申立期間はけがをして入院中であったが、Ａ社を退職したことはなく納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は同社で被保険者資

格を昭和 29年７月 17日に喪失し、健康保険被保険者証を返納したことを示す

「返」の記録が確認できるほか、その後、同社で被保険者資格を 30年３月 26

日に再取得していることが確認でき、また、同名簿の記載内容に不自然な点も

うかがえない。 

さらに、Ｂ社が保管していた申立人に係る健康保険被扶養者届から、申立人

が厚生年金保険被保険資格を昭和30年３月26日に再取得していることが確認

できる。 

加えて、同僚は、「申立人が、申立期間当時、業務上の傷病により入院し会

社を休んでいたことを記憶している」としているほか、Ｂ社は、「申立期間当

時の賃金台帳等は保存していないが、業務上の負傷により欠勤する場合、給料

を支払っていない」としていることから、同社は、申立期間において申立人を

厚生年金保険に加入させておらず、給与から保険料を控除していなかったと考

えられる。 

また、申立人は、「申立期間は業務上の傷病により入院し、労働者災害補償

保険から療養及び休業補償の給付を受け、給料はもらっていなかった。障害が



残ったので障害補償一時金を受け取った。社会保険料の自己負担分を会社に現

金等で渡した記憶は無い」としている。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5477 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年２月から 37年１月まで 

           ② 昭和 37年７月から 38年２月まで 

           ③ 昭和 38年 10月から 39年５月まで 

           ④ 昭和 42年９月から 43年６月まで 

           ⑤ 昭和 45年４月から同年 12月まで 

           ⑥ 昭和 46年４月から 47年 12月まで 

       私の夫は、Ａ社でＢ職として勤務していた申立期間①及び②、Ｃ事業所

でＤ業務に従事していた申立期間③、④及び⑤、Ｅ社Ｆ支店（現在は、Ｇ社）

で勤務していた申立期間⑥の厚生年金保険の加入記録が無く、納得できない。 

      （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人の妻は、「Ａ社でＢ職として勤務してい

た」と申し立てているが、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者

名簿により、申立期間に加入記録がある同僚８人に照会を行い、４人から回答

が得たが、いずれの同僚も申立人のことは覚えておらず、申立人の申立期間に

おける勤務実態を明らかにすることはできなかった。 

また、Ａ社は、「当時の経理担当者は既に死亡し、関係書類も残っておらず、

申立人に関する勤務実態及び保険料控除について確認することはできない」旨

の陳述をしている。 

さらに、上記被保険者名簿の申立期間における健康保険の整理番号に欠番は

無く、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

申立期間③、④及び⑤について、申立人の妻は、「Ｃ事業所での厚生年金保



険の加入期間が昭和45年３月１日から同年３月31日までの１月のみとなって

おり、納得できない」と申し立てているところ、雇用保険の加入記録により、

申立人が同事業所において、昭和 45年３月１日から同年４月 30日まで勤務し

たことが確認できるほか、申立人に同事業所を紹介した者（故人）の妻は、「Ｃ

事業所で２年から３年は勤めていたと思う」旨の陳述をしており、申立人が申

立期間において、勤務期間は特定できないものの、同事業所で勤務していたこ

とが推認できる。 

しかしながら、オンライン記録では、Ｃ事業所が厚生年金保険の適用事業所

となったのは、申立人が被保険者の資格を取得した昭和 45年３月１日であり、

申立期間③及び④は適用事業所となっていない。また、申立期間⑤については、

Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、申立人が

同事業所において同年３月 31 日に資格を喪失し、健康保険被保険者証を返却

したことを示す「証返」の押印が確認できる。 

さらに、Ｃ事業所の申立期間当時の事業主は既に亡くなっており、事業主の

長女は、「会社はかなり前に無くなっており、当時の書類も無い。母親も入院

しており、当時のことを知っている人もいない」旨の陳述をしているほか、申

立人が名前を挙げた同僚の連絡先は不明であり、上記被保険者名簿の申立期間

に加入記録がある同僚に照会を行ったが、回答を得ることができなかった。 

さらに、上記被保険者名簿の申立期間における健康保険の整理番号に欠番は

無く、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

申立期間⑥について、Ｅ社Ｆ支店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿により、申立期間に加入記録がある同僚 10 人に照会を行い、７人か

ら回答が得たが、いずれの同僚も申立人のことを覚えておらず、申立人の申立

期間における勤務実態を明らかにすることはできなかった。なお、上記回答の

同僚１人は、「Ｅ社は、Ｈ社のＩ部門を受け持つ会社で、両社は同じ場所で一

緒に仕事していた。Ｅ社に籍があったのは、私と女性社員２名で、正社員以外

のパート及びアルバイトなどの従業員はいなかったと思う」旨の陳述をしてい

る。 

また、Ｇ社は、「Ｅ社Ｆ支店の関係書類は残っていない。念のため、Ｈ社の

個人別人事記録表も確認したが、申立人に該当する者はいない」旨の陳述をし

ている。 

さらに、上記被保険者名簿の申立期間における健康保険の整理番号に欠番は

無く、また、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥において、事業主に

より給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は

見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年１月１日から９年 11月８日まで 

    私は、夫が代表取締役をしていたＡ社で、経理事務及び社会保険事務を担

当していた。社会保険事務所（当時）の記録では、私の知らない間に標準報

酬月額がさかのぼって８万円に減額訂正されており、納得できない。資料等

は残っていないが、申立期間当時の給料は 80 万円ぐらい支給されていたの

で、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立期間のうち、平成５年１月から６年９月までに

係る標準報酬月額については、当初、53 万円と記録されていたところ、同年

４月 13 日付けで、５年１月１日にさかのぼって８万円に引き下げられている

ことが確認できる。また、申立人の夫についても、さかのぼって標準報酬月額

が引き下げられていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿から、申立期間当時、申立人が同社の

取締役に、その夫が代表取締役になっていることが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時、給与及び社会保険に係る事務を担当して

いた」と陳述しているほか、申立期間当時の従業員は、「経理、給与関係の業

務は申立人とその夫が二人で行っていた」旨陳述していることから、申立人は

社会保険事務を担当していた取締役として、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正について

関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間のうち、平成５年１月１日か

ら６年 10 月１日までに係る標準報酬月額については、申立人は社会保険事務

を担当していた取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理の無効

を主張することは信義則上許されず、当該期間における標準報酬月額に係る記



録の訂正を認めることはできない。 

申立期間のうち、遡及
そきゅう

訂正の対象とされた期間後の平成６年 10 月１日から

Ａ社が適用事業所でなくなった９年 11 月８日（申立人の被保険者資格喪失日

と同一日）までについては、４度の算定基礎届に基づき標準報酬月額が当初か

ら８万円あるいは９万 2,000円とされており、遡及
そきゅう

訂正された形跡は無い。 

また、申立期間当時の顧問税理士は、「厚生年金保険料の控除の状況等は、

資料も無く不明である」旨回答している。 

このほか、申立人が申立期間のうち、平成６年 10月１日から９年 11月８日

までにおいて、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間についてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下、「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の

対象とすることはできない旨規定されている。 

仮に、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることができたとして

も、申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険

料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認めら

れる場合」に該当すると認められることから、申立期間のうち、平成６年 10

月１日から９年 11 月８日までに係る標準報酬月額については、同法に基づく

記録訂正の対象とすることはできない。



大阪厚生年金 事案 5479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年７月２日から平成元年７月１日まで 

私は、昭和 62 年７月から平成元年６月までの期間及び４年 12 月から５

年９月までの期間、Ａ社に勤務していた。 

しかし、社会保険庁（当時）の記録をみると、Ａ社での一回目の勤務期

間について、昭和 62年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、翌

日の同年７月２日に資格を喪失したことになっているので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により、同社での申立期間当時の在籍

が確認できる複数の同僚の証言等から、申立人が申立期間に同社に在籍してい

たことが推定できるものの、申立人の明確な退職時期に関する同僚からの陳述

は得られなかった。 

また、Ａ社での複数の同僚は、「Ａ社の従業員には、扶養家族となっている

主婦及び若者が多かったので、同社では、従業員自身からの希望が無ければ社

会保険への加入手続を行っていなかった。また、社会保険に加入を希望する場

合には、当時の事務担当者と交渉する必要があった」旨陳述していることから、

申立期間当時の同社では、必ずしもすべての従業員を厚生年金保険に加入させ

る取扱いではなく、本人からの申し出が無ければ厚生年金保険の加入手続を行

っていなかったと考えられるところ、申立人は、「社会保険への加入について

事務担当者と交渉した記憶は無い」旨陳述している。 

さらに、申立期間当時の事務担当者とされる同僚は、既に死亡しているため、

申立人の被保険者資格の取得及び喪失の事情及び申立期間の厚生年金保険料

の控除の状況について確認できない上、当時の事業主の子は、「Ａ社は、既に



閉鎖しており、申立期間当時の資料等は残っていない上、当時の事業主は長期

不在であるため、申立人の被保険者資格の取得及び喪失の事情及び申立期間の

保険料の控除の状況は不明である」旨回答している。 

加えて、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄を見ると、申立人

の昭和 62 年７月２日の資格喪失時に健康保険証が社会保険事務所（当時）に

返納された旨の表示が確認できるなど、同名簿の記録に不自然さは見られない。 

このほか、申立期間の厚生年金保険料の控除の状況に関する申立人自身の明

確な記憶が無い上、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5480  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 48年生 

    従    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から９年４月１日まで 

    社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。当該期間についてもＡ事業所

（現在は、Ｂ事業所）に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ事業所の社会保険関係事項証明書の在籍期間により、申立人が申立期間に

同事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、Ｂ事業所から提出された「厚生年金保険被保険者資格取得確

認及び標準報酬決定通知書」及び「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」

により、申立人は、Ａ事業所で平成８年４月１日に被保険者資格を喪失し、９

年４月１日に同資格を取得していることが確認でき、また、申立人の同事業所

における雇用保険の加入記録も厚生年金保険に係るオンライン記録と一致し

ている。 

さらに、Ｂ事業所は、「当時の賃金台帳等の資料は残されていないが、申立

期間は、申立人がＣ職種の学校に通う最後の一年間にあたり、実習のため多忙

で勤務につけず給与の支給は無く、保険料も控除していないと思われる」と回

答している。 

加えて、申立人と同様にＣ職種学校の３年生として在学しながら当該事業所

に在籍したとする同僚は、「Ｃ職種学校の３年生は、社員としての籍は事業所

にあったが、勤務していないし給与も無かった。事業所から、国民年金と国民

健康保険に入るよう説明を受けた」と陳述しており、当該期間の厚生年金保険

の加入記録は無く、国民年金(第３号被保険者)に加入していることが確認でき



る。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、申立人に明確な記憶は無く、ほかに確認できる関連資料及

び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5481  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年５月ごろから 41年３月 20日まで 

    社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ事

業所(現在は、Ｂ事業所)に勤務していた昭和 40年５月ごろから 41年３月

20日までの加入記録が無い旨の回答をもらった。確かに勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人が申立期間の一部にお

いてＡ事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｂ事業所には、当時の資料は残されておらず、元事業主も既

に死亡していることから、申立人のＡ事業所における勤務の状況及び厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 36 年７月

に被保険者資格を取得していることが確認できる同僚は、「私が勤務したとき

には、既に２名の女性が勤めていた」として２名の同僚の氏名を挙げているが、

当該２名の同僚は、同名簿において、同氏の資格取得日より８年７か月後、及

び２年２か月後に同資格を取得していることが確認できる。 

さらに、Ａ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 40 年２

月に被保険者資格を取得していることが確認できる別の同僚は、「私が勤務す

る前から勤めていた事務員は、３年から４年後に退職したと思う」として１名

の女性同僚の氏名を挙げているが、当該同僚は、同事業所において厚生年金保

険の加入記録を確認することができない。 

加えて、Ａ事業所が社会保険の事務手続を委託していたＣ団体は、「当時、

市内の中小事業所では、女性従業員の方は本人自身の意思で社会保険に加入し



ないケースが多くみられた」と回答している。 

以上のことから、Ａ社では、申立期間当時、必ずしもすべての従業員を勤務

期間どおり厚生年金保険に加入させていなかったものと考えられる。 

また、公共職業安定所において、申立人の申立期間における雇用保険の加入

記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、申立人に明確な記憶が無く、ほかに確認できる関連資料及

び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5482  
 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月１日から 37年３月 22日まで 

  ② 昭和 41年２月１日から 44年 11月１日まで 

   私の記憶では、Ａ職業訓練所で１年間技能訓練を受け、Ｂ社Ｃ部門に昭和

36 年４月１日から２年間勤務し、その後、同社Ｄ部門に配属になったと記

憶している。また、Ｅ市Ｆ区からＧ市に転居したとき、近所の知人から、Ｈ

事業所が創業され従業員を募集していると聞き、同氏に誘われて入社した。

同事業所には創業から３年以上勤務していたと思う。申立期間を厚生年金保

険の加入期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ職業訓練所で１年間技能訓練を受けた後、

Ｂ社Ｃ部門に昭和 36年４月１日から２年間勤務したと申し立てている。 

しかし、Ａ職業訓練所の在籍証明書から、申立人は、昭和 36 年４月に同所

に入学し、37 年３月に卒業していることが確認できる上、Ｂ社Ｃ部門に係る

厚生年金保険被保険者名簿において申立人と同じ日に資格を取得している同

僚３名は、「昭和 37 年３月に職業訓練所で１年間の研修を終了し、同年３月

にＢ社Ｃ部門に入社した。申立人とは同期入社である」と証言している。 

また、Ｉ健康保険組合が申立人に交付した健康保険証の資格取得日が昭和

37年３月 22日となっており、厚生年金保険の資格取得日と一致している。 

申立期間②について、申立人は、Ｇ市内でＨ事業所が従業員の募集を行って

いたことから入社したが、その時期は同事業所が創業された昭和 41 年２月１

日であり、３年以上は勤務したと申し立てている。 

しかし、元事業主は、「Ｈ事業所はＪ市内で個人経営のＫ業として起業し、

昭和 44 年ごろにＧ市内に工場を建て、移転した。移転後に会社組織に変え、



従業員の募集を行った」と陳述しており、Ｈ事業所で昭和 44年 11月１日まで

加入記録のある１名の従業員も、「申立人を知らない。会社が移転したかどう

か分からない」と陳述していることから、同事業所がＧ市に移転した時期は同

年 11月以降であると考えられる。 

また、申立人が同期入社したとする同僚の年金記録をみると、同氏は申立期

間のうち、昭和 40年７月から 44年９月まで別の事業所で厚生年金保険の加入

記録があることから、申立人がＨ事業所に入社した時期は資格取得日と同じ同

年 11月であると推察できる。 

このほか、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 5483  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 38年 12月 16日から 39 年 12月 10日まで 

    社会保険事務所(当時)にＡ事業所での厚生年金保険の加入状況について

照会したところ、資格取得日が昭和 39 年 12 月 10日となっていた。しかし、

同事業所に入社したのは 38 年 12 月 16 日と記憶しており、41 年４月 30 日

まで勤務していた。申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述により、申立人は、時期について特定できないものの申立

期間の一部について、Ａ事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ事業所は、昭和 45年７月 31日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、関係資料は残されておらず、事業主も死亡しているため、申

立人の同事業所における厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

また、申立人がＡ事業所に在職中に入社してきたと記憶する同僚の厚生年金

保険の加入記録をみると、申立人が同事業所を退職した後の昭和 41 年９月１

日に被保険者資格を取得しており、申立人が入社したとする日より遅れて厚生

年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、申立人がＡ事業所入社時に在職していたとする女性事務員の厚生年

金保険の被保険者記録は無い。 

加えて、Ａ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に同事業

所に勤務していたことが確認できる同僚の１名は、「入社後しばらくは、見習

期間があった。見習期間中は厚生年金保険に加入しなかった」と陳述しており、

別の同僚１名は、｢事業主は、途中入社の従業員の厚生年金保険の加入手続を



すぐにはしなかったように思う｣と陳述している。 

以上のことから、Ａ事業所では、申立期間当時、従業員を一定期間経過後に

厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

また、公共職業安定所において、申立人のＡ事業所における雇用保険の加入

記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 
 

 

 

 


